
東海再処理施設の安全対策に係る廃止措置計画認可変更申請対応について 
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 資料 1 事故対処の有効性評価について

 東海再処理施設の安全対策に係る面談スケジュール（案）について

 その他
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【資料１】 

事故対処の有効性評価について 

令和２年１２月1日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 
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事故対処の有効性評価の申請に係る対応の整理について 

１．はじめに 

事故対処の有効性評価に係る申請の進め方としては、令和２年 10 月末申請時

は、事故対処の具体的手順等を含む個別対策の実効性について、今後訓練等を

通じて確認し申請書の記載内容の充実を図る必要があったため、有効性評価の

基本方針や前提条件となる項目を申請範囲とし、その他の事項については、現状

の検討状況を示す参考資料として申請書に添付することとした。 

今後、訓練等を通じて個別施設の事故対処の実効性を確認し記載内容の充実

を図り、令和 3 年 1 月に有効性評価の全体を申請する計画であり、別紙 1 に計画

を示す。また、検討状況は、会合等で適宜確認頂くこととしたい。 

２．申請範囲及び時期 

申請範囲及び時期については以下の通り整理する。 

（10 月申請範囲） 

有効性評価の基本的考え方、事故対処の特徴、事故の抽出、事故の選定、

選定の理由、事象進展 

（１月申請範囲） 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）及びガラス固化技術開発施設（TVF）ガラス固

化技術開発棟における事故対処については、先行施設の申請書を踏まえ、

東海再処理施設の事故対処の特徴を反映した記載とし、事故の発生防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力について、下記事項を申請

範囲とする。 

〇事故等対策 

・事故等対処設備に係る事項

・復旧作業に係る事項

・支援に係る事項

・手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備

〇事故等の対処に係る有効性評価の基本的な考え方 

・事故の発生を仮定する際の条件の設定及び事故の発生を仮定する機器

の特定

・評価対象の整理及び評価項目の設定
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・評価に当たって考慮する事項 

・有効性評価における評価の条件設定の方針 

・事故の同時発生又は連鎖 

・必要な要員及び資源の評価方針 

〇冷却機能の喪失による蒸発乾固への対処 

・蒸発乾固の発生防止対策 

・蒸発乾固の発生防止対策の具体的内容 

・蒸発乾固の発生防止対策の有効性評価 

・有効性評価 

・有効性評価の結果 

・事故等の同時発生又は連鎖 

・判断基準への適合性の検討 

・蒸発乾固の発生防止対策に必要な要員及び資源 

 

３．事故対処手順の整備 

沸騰の未然防止対策及び遅延対策について、使用する事故対処設備及び資

源（水・燃料）に応じて、対策をケース分けし、各々の事故対処手順を整備する。 

手順の整備にあたっては、要素訓練による手順の確認、所要時間の確認を段

階的に進め、訓練結果を評価し、手順又は必要に応じ事故対処シナリオへ反映す

る。訓練を通じて事故対処手順の具体化を図り、事故時に確実な対応が可能とな

る様に手順を整備する。訓練の実施計画については別紙 2 に示す。 

なお、新たな事故対処設備を導入する際は、操作方法、使用資源量、必要要員、

対処時間、アクセスルート等の観点から、対策実行に必要となる条件を明確化す

るとともに、訓練を通じて手順を整備する。 

 

４．審査基準等への対応 

必要な技術的能力に係る審査基準 ※及び解釈における要求事項、JNFL 申請

書の記載内容及び面談等における指摘事項を整理した上で、1 月申請に向け、こ

れらの要求事項に対する検討（重大事故等対処設備に係る規則要求事項を含む）

を進め、廃止措置計画への反映を行っていく。 

※ 使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準 

 

５．その他の安全機能維持への対応 

その他の安全機能維持への対応として，以下の項目に対し安全機能維持が図

れることを確認する。 

[津波に対する安全機能維持]  
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・ガラス固化技術開発施設(TVF)ガラス固化技術開発棟建家外壁貫通配管損傷

時のバルブ閉止操作を行うための手順等を整備し操作の実効性を訓練により

確認する。 

・屋外監視カメラの監視機能維持のための構成部品の交換等の操作について，

手順等を整備し操作の実効性を訓練により確認する。 

[漏えいに対する安全機能維持]  

・漏えい液の回収等の操作を行うための手順等を整備し，操作の実効性を訓練

により確認する。 

[水素掃気（換気を含む）に対する安全機能維持]  

・水素掃気を行うための設備の回復操作においては，排風機を起動し換気機能

の回復が可能であり，手順等を整備し，操作の実効性を訓練により確認する。 

[ガラス固化体保管ピットの強制換気のための対応]  

・ガラス固化体保管ピットの回復操作を行うための手順等を整備し，操作の実効

性を訓練により確認する。 

[放出経路に対する安全機能維持]  

・設計竜巻により配管，排気ダクトの重要な安全機能が損傷した際の応急処置と

して，補修作業の実効性を訓練により確認する。 

[制御室に対する安全機能維持]  

・事象発生後に速やかに制御室と外気との遮断に関する対応として給気・排気

用ダンパの閉操作等，また，制御室の居住性を確保するための対応として可搬

型換気設備の接続の実効性を訓練により確認する。 

[その他消火活動]  

・防火帯における自衛消防隊の延焼防止活動の実行性を確認する。 

 

 

以 上 
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別紙１

0

1 シナリオ検討
①共通事項
　　・アクセスルート，水源，燃料，置場
②HAW
　　・ケース，資源，要員に基づく判断
③TVF
　　・ケース，資源，要員に基づく判断
④その他 
　　・緊対所，指揮所，第二緊対所，
　　　通信連絡，モニタリングポスト

2 要員検討
　・実施組織/支援組織
　・招集範囲/設定根拠
　・要員数/スキル

3 設備検討
　・使用環境，数量，保管場所，
　・使用場所，運搬経路，運搬方法，
　・設備能力，燃料消費量，水消費量，
　・耐震，耐津波，耐竜巻，耐火山

4 資源（水，燃料）検討
　・使用場所，運搬経路，運搬方法，
　・保有量，耐震，耐津波，耐竜巻，耐火山

5 手順書の作成（対策ごとに作成）
　・未然防止対策　（移動式発電機を使用した対策等）
　・遅延対策（可搬型蒸気供給設備を使用した対策）

6 対処時間検討
①積上げ根拠（訓練，実績ベース等）
　・招集，資源採取，運搬，操作

7 時間余裕検討
①最確値評価

8 適合性
①審査基準との比較
②コメント管理

（※）検討状況及び事故対処シナリオとの整合性確認

事故対処の有効性に係る今後のスケジュール（案）
11月 12月 1月

第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週 第1週 第2週 第3週 第4週 第5週
18             22 25          292                6 9               13 16              20 24         27 30               4 7              11

面談等対応

14             18 21             25 4               8 12         15

要素訓練

（時間確認）
訓練

（全体検証）訓練準備

シナリオ検討 申請書作成（判断フロー作成）

シナリオ検討 申請書作成（判断フロー作成）

シナリオ検討 申請書作成（判断フロー作成）

シナリオ検討 申請書作成（判断フロー作成）

面談等コメント反映／資料修正

シナリオ検討結果の確認 申請書作成状況の確認 最終確認

中間確認（※）

中間確認（※）

中間確認（※）

中間確認（※）

要求事項の整理

要求事項の整理

タイムチャートの作成

【主な訓練項目】

・資源採取訓練（燃料、水）

・がれき（流木）撤去訓練

・使用資機材運搬訓練

・使用資機材操作訓練

・招集訓練

訓練計画

▽▽ ▽ ◇

・基本シナリオ提示(HAW・TVF)
・訓練概要提示 (HAW・TVF)

▽

申請

凡例 ▽ 面談

◇ 会合

・以降の面談等において、下記、2～8の項目の実施状況について、適宜報告する。

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

手順書概要作成 評価・反映 評価・反映

要素訓練

（手順確認）

手順確認

訓練結果を踏まえ検討

訓練結果を踏まえ検討

訓練結果を踏まえ検討

訓練

（全体検証）
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事故対処の有効性評価に係る訓練の実施計画（案） 

 

1. はじめに 

地震･津波を起因事象として、高放射性廃液(HAW)の崩壊熱除去機能が喪失した際の蒸発乾固

に関する事故対処手順を整備し、その有効性を評価するため、事故対処フローの各要素について

訓練（以下、「要素訓練」とする）を実施する。 

要素訓練では、手順書に記載された操作と判断基準が妥当であるか、使用する資機材･設備及

び要員数が十分であるかを確認する。 

要素訓練のうち、これまでに訓練実績がない操作は、実際に現場において現物を用いて手順通

りに操作する等の訓練（実働訓練）を行うこととし、これを 12 月上旬から 12 月中旬にかけて実施す

る。一方、これまでに複数回の訓練実績がある操作は、机上または現場における手順書の読み合

わせを 12 月上旬から 12 月下旬にかけて実施し手順を再確認する。 

実働訓練及び手順書の読み合わせにより課題等を抽出し、1 月上旬までに手順書に反映するこ

とで、確実に事故対処を実施可能な体制とした上で、1 月中旬以降に手順確認の総仕上げとして事

故シナリオに沿って個々の手順を通貫させて連続的に実施していく総合訓練を行う。総合訓練では

要素訓練のみでは確認できない総合的な事故対処の有効性について確認する。 

また、事故対処要員の招集訓練を 12 月中旬頃に実施する。 

以上の、要素訓練、総合訓練、招集訓練を合わせて事故対処の有効性を総合的に評価していく

こととしており、以下では 12 月以降に実施する要素訓練の詳細について示す。 

 

2. 要素訓練 

2.1 実働訓練 

HAW の崩壊熱除去機能が喪失した際に高放射性廃液貯蔵場（HAW 施設）で実施する未然防止

対策①～③及び遅延対策①～②の各操作項目のうち、訓練実績に基づいて整理し実働訓練を行

うとした操作項目について表 1-1 に示す（未然防止対策①～③及び遅延対策①～②の操作項目の

詳細は添付資料-1 参照）。 

なお、現段階においては、現在保有する資機材･設備を使用した実働訓練を実施する。また、今

後導入を計画している資機材･設備を使用する操作項目については、資機材･設備の配備後に実

働訓練を実施する。 

また、ガラス固化技術開発施設（TVF）においても同様に実施する未然防止対策①～③及び遅延

対策①の各操作項目のうち、訓練実績がなく実務訓練を行う操作項目を表 1-2 に示す（未然防止

対策①～③及び遅延対策①の操作項目の詳細は添付資料-2 参照）。 

 

2.1.1  HAW 施設の実働訓練内容 

訓練実績に基づいて整理した結果（表 1-1）、実働訓練により確認するとした各項目について、概

要及び確認事項を以下に示す。また、実施スケジュールを図 1-1 に示す。 

 

①HAW 施設よりエンジン付きポンプ、消防ホース及び組立式水槽を屋外へ搬出 

1）概要 

別紙 2 
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エンジン付きポンプ、消防ホース及び組立式水槽は、HAW施設 4階において保管しているた

め、屋外に搬出後階段で運搬する（図 2-1 参照）。 

2）確認事項 

エンジン付きポンプ等の資機材の運搬時の作業性を確認する。また、運搬に要する時間を

測定する。 

 

②HAW 屋上の冷却塔へエンジン付きポンプにより給水を行う 

1）概要 

HAW 施設の地上に設置した組立式水槽に水を溜め、エンジン付きポンプにより水を HAW 屋

上へ汲み上げ、冷却塔又は浄水受槽に給水する（図 2-2 参照）。 

2）確認事項 

給水作業等の作業性を確認する。また、HAW 屋上における、送水流量を測定する。 

 

③プルトニウム転換技術開発施設管理等駐車場（PCDF 駐車場）組立式水槽からエンジン付きポン

プを使用し HAW 施設屋外の組立式水槽へ送液する 

1）概要 

高台の PCDF 駐車場に設置した組立水槽に溜めた水を、HAW 施設屋外に設置した組立式

水槽へエンジン付きポンプで送水する（図 2-3 参照）。 

2）確認事項 

送水作業等の作業性を確認する。また、送水流量を測定する。 

 

④HAW 施設屋外の組立式水槽からエンジン付きポンプを使用し、PCDF 駐車場の可搬型冷却塔に

送液する 

1）概要 

HAW 施設屋外に設置した組立式水槽に溜めた水を、高台の PCDF 駐車場に設置した組立

水槽へエンジン付きポンプで送水する（図 2-3 参照）。 

2）確認事項 

送水作業等の作業性を確認する。また、送水流量を測定する。 

 

⑤蒸気供給用ホース敷設（屋内） 

1）概要 

可搬型ボイラーからの蒸気を HAW 建家内に供給するために、HAW 施設 3 階の屋外への扉

から、建家内に蒸気供給用ホースを敷設する（図 2-4 参照）。 

2）確認事項 

蒸気供給用ホース敷設時の作業性の確認。また、作業に要する時間を測定する。 

 

⑥所内水源（中央運転管理室（TUC））より PCDF 駐車場へ送水する 

（TUC⇒（消防ポンプ車）⇒Pu センター駐車場（水槽）⇒エンジン付ポンプ⇒PCDF 駐車場） 

1）概要 
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所内の高台にある TUC の受水タンク及び給水タンクから PCDF 駐車場の組立式水槽まで、

消防ポンプ車及びエンジン付きポンプを消防ホースで連結し、送水を行う（図 2-5、図 2-6 参

照）。 

2）確認事項 

送水作業等の作業性を確認する。また、送水流量を測定する。 

 

⑦消防ポンプ車またはエンジン付きポンプを起動し自然水利より組立式水槽へ送水する 

1）概要 

エンジン付きポンプを起動させ、自然水利（新川）からの取水及び組立式水槽への送水を行

う。 

2）確認事項 

取水箇所、送水ルート及び送水作業時の作業性を確認する。また、送水流量を測定する。 

 

⑧不整地運搬車で給油（南東地区⇒PCDF） 

1）概要 

 屋外軽油タンクから PCDF 駐車場まで、移動式発電機及びエンジン付きポンプ等の燃料（軽

油）を不整地運搬車で運搬する（図 2-7 参照）。 

2）確認事項 

 運搬時の作業性を確認する。また、南東地区から PCDF 駐車場までの往復にかかる時間を

測定する。 

 

⑨蓄熱槽からの取水（消防ポンプ車使用） 

1）概要 

所内水源である蓄熱槽に消防ポンプ車の吸引ホースを挿入し取水確認を行う（図 2-8 参照）。 

2）確認事項 

取水作業時の作業性を確認する。また、取水流量を測定する。 

 

⑩重機によりアクセスルート確保 

1）概要 

重機(ホイルローダー、油圧ショベル)を使用し、流木を想定した樹木を撤去することでトラック

(5 t)が通行できるスペースを確保した後、トラックを通行させる訓練を行う（図 2-9 参照）。 

2）確認事項 

重機により津波漂流物を模擬した樹木を撤去可能か確認する。また、木材等の撤去に要す

る時間を測定する。 

 

2.1.2 TVF の実働訓練内容 

 表 1-2 に示す実働訓練のうち、TVF 個別で実施する実務訓練（①、②）について以下に示す。実

施スケジュールを図 1-2 に示す。③～⑧については、HAW 施設と対策が共用であり、班編成、使用

資機材・設備や手順等が同じため合同で実施する。 
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①ガラス固化技術開発施設（TVF）よりエンジン付きポンプ、消防ホース及び組立式水槽を屋外へ

搬出 

1）概要 

エンジン付きポンプ、消防ホース及び組立式水槽は、TVF2 階及び 3 階において保管してい

るため、階段で運搬する（図 3-1 参照）。 

2）確認事項 

エンジン付きポンプ等の資機材の運搬時の作業性を確認する。また、運搬に要する時間を

測定する。 

 

 

②TVF 屋上の冷却塔へエンジン付きポンプにより給水を行う 

1）概要 

TVF の地上に設置した組立式水槽に水を溜め、エンジン付きポンプにより水を TVF 屋上へ

汲み上げ、冷却塔又は浄水受槽に給水する（図 3-2 参照）。 

2）確認事項 

給水作業等の作業性を確認する。また、TVF 屋上における、送水流量を測定する。 

 

2.2 手順書の読み合わせ 

これまでに複数回の訓練実績がある操作については、現場または机上において手順書の読

み合わせ行い、手順を再確認するとともに課題の抽出を行う。抽出された課題については、適

宜手順書に反映する。 

 

 

3. 招集訓練 

津波の襲来時においては、招集ルートの被害が想定されることから、津波被害を考慮した事

故対処要員の居住地からの徒歩による招集訓練を 12 月中旬頃に行い、事故対処の実施開始

までに必要な時間を把握する。 

訓練の対象者は、久慈川及び那珂川に挟まれた東海村、ひたちなか市、那珂市居住者とし、

津波浸水域を回避した招集ルートにて、南東門に到着するまでの所要時間を測定する。 

 

 

4. 総合訓練 

要素訓練実施後、手順確認の総仕上げとして総合訓練を令和 3 年 1 月中旬以降に実施す

る。総合訓練は、事故対処シナリオ上の一連の作業を通貫させた総合訓練として、未然防止対

策及び遅延対策のうち、現状の設備状況で実施可能な対策について、一連の動作を確認し、総

合的な事故対処の有効性について確認する。 

 現在、計画している総合訓練は、HAW 施設は未然防止対策③-1 及び遅延対策②、TVF は

未然防止対策③-1 及び遅延対策①-1 である。 
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5. 評価方法 

訓練モニタ（施設管理部内及びガラス固化部から選出）による訓練評価を行う。また、訓練終了

後には、訓練参加者、訓練モニタによる反省会で課題等を抽出し、事故対処手順等への反映及び

必要な資機材･設備の確保を実施する。 

以 上 
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表 1-1 実働訓練項目、班編成･要員数、使用資機材･設備、確認事項（HAW） 

No. 実働訓練項目 
実施訓練項目が 

含まれる対策 

班編成・ 

要員数 
使用資機材･設備 確認事項 実施理由 

① 

HAW 施設よりエンジ
ン付きポンプ、消防
ホース及び組立式水
槽を屋外へ搬出 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②、②-1、②-2 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策② 

1 班/5 名 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性 
 搬出に要する時間 

HAW 施設内から屋外への資機
材の運搬実績はないため、作
業性等を確認する。 

② 
HAW 屋上の冷却塔
へエンジン付きポン
プにより給水を行う 

未然防止対策①、①-1、①-2 1 班/6 名 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 作業に要する時間 

エンジン付きポンプによる HAW
屋上の冷却塔への給水の実績
はないため、作業性等を確認
する。 

③ 

PCDF 駐車場組立水
槽からエンジン付き
ポンプを使用し HAW
施設屋外の組立式
水槽へ送液する 

未然防止対策② 1 班/6 名 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 作業に要する時間 

高台の PCDF 駐車場から HAW
施設屋外の組立式水槽までの
送液実績はないため、作業性
及び送液流量等を確認する。 

④ 

HAW 施設屋外の組
立式水槽からエンジ
ン付きポンプを使用
し、PCDF 駐車場の
可搬型冷却塔に送
液する 

未然防止対策②、②-1、②-2 1 班/6 名 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 作業に要する時間 

HAW 施設屋外から高台の
PCDF 駐車場の組立式水槽ま
での送液実績はないため、作
業性及び送液流量等を確認す
る。 

⑤ 
蒸気供給用ホース敷
設（屋内） 

遅延対策①、①-1 1 班/5 名 
 蒸気供給用ホ

ース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 作業に要する時間 

訓練実績はある。異なる敷設
ルートの作業性及び作業時間
等を確認するため、実動訓練を
実施する。 
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No. 実働訓練項目 
実施訓練項目が 

含まれる対策 

班編成・ 

要員数 
使用資機材･設備 確認事項 実施理由 

⑥ 

所内水源（TUC）より
PCDF 駐車場へ送水
する 
TUC⇒（消防ポンプ
車）⇒Pu センター駐
車場（組立式水槽） 
⇒エンジン付ポンプ
⇒PCDF 

未然防止対策②-1 
未然防止対策③、③-1 

1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 作業に要する時間 

所内水源（TUC）からの取水及
び送水実績はないため、作業
性及び送水流量等を確認す
る。 

⑦ 

消防ポンプ車または
エンジン付きポンプ
を起動し、自然水利
より組立式水槽へ送
水する 

未然防止対策②-2 
1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 エンジン付き
ポンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 作業に要する時間 

自然水利（新川）からの取水実
績はある。送水経路の構成及
び作業性等について確認する
ために実働訓練を実施する。 

⑧ 
不整地運搬車で給
油 （ 南 東 地 区 ⇒
PCDF） 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②、②-1、②-2 
遅延対策①、①-1 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策② 

1 班/3 名 
 不整地運搬車 
 ドラム缶 

 作業性 
 運搬・給油に要する時

間 

訓練実績はある。燃料の採取
箇所が異なるため、再度、作業
性等を確認する。 

⑨ 
所内水源（蓄熱槽）
からの取水（消防ポ
ンプ車使用） 

未然防止対策②-1 
1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性 
 取水流量 
 作業に要する時間 

蓄熱槽からの取水実績はない
ため、作業性及び取水流量等
を確認する。 

⑩ 
重機によりアクセス
ルート確保 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②、②-1、②-2 
遅延対策①、①-1 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策② 

1 班/4 名 

 ホイールロー

ダ 

 油圧ショベル 

 作業性 
 作業に要する時間 

ガレキを対象とした重機操作訓
練の実績はある。樹木を対象と
した訓練実績はないため、作業
性等を確認する。 
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表 1-2 実働訓練項目、班編成･要員数、使用資機材･設備、確認事項（TVF） 

No. 実働訓練項目 
実施訓練項目が 

含まれる対策 

班編成・ 

要員数 
使用資機材･設備 確認事項 実施理由 

① 

【TVF 個別】 
施設よりエンジン付
きポンプ、消防ホー
ス及び組立式水槽
を屋外へ搬出 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②A、②A-1、②A-2 
未然防止対策②B、②B-1、②B-2 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策①-1 

1 班/6 名 

 エンジン付きポ
ンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 
 水中ポンプ 

 作業性 
 搬出に要する時間 

TVF 施設内から屋外への
資機材の運搬実績はない
ため、作業性等を確認す
る。 

② 

【TVF 個別】 
TVF 屋上の冷却塔
へエンジン付きポン
プにより給水を行う 

未然防止対策①、①-1、①-2 1 班/6 名 

 エンジン付きポ
ンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 
 水中ポンプ 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 準備に要する時間 

TVF 屋上へのエンジン付
きポンプによる給水の実
績はないため、作業性、
送水流量等を確認する。 

③ 

【HAW 施設と合同】 
PCDF 駐車場組立水
槽からエンジン付き
ポンプを使用し TVF
施設屋外の組立式
水槽へ送液する又
は HAW 施設屋外の
組立水槽から TVF
施設屋外の組立水
槽へ送液する。 

未然防止対策①、①-1 
未然防止対策②A、②A-1 
未然防止対策②B、②B-1 
未然防止対策③、③-1 
遅延対策①-1 

1 班/6 名 

 エンジン付きポ
ンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 準備に要する時間 
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No. 実働訓練項目 
実施訓練項目が 

含まれる対策 

班編成・ 

要員数 
使用資機材･設備 確認事項 実施理由 

④ 

【HAW 施設と合同】 
所内水源（TUC）より
PCDF 駐車場へ送水
する 
TUC⇒（消防ポンプ
車）⇒Pu センター駐
車場（組立式水槽） 
⇒エンジン付ポンプ
⇒PCDF 

未然防止対策①-1 
未然防止対策②A-1 
未然防止対策②B-1 
未然防止対策③-1 

1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 エンジン付きポ
ンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 準備に要する時間 

 

⑤ 

【HAW 施設と合同】 
消防ポンプ車または
エンジン付きポンプ
を起動し、自然水利
より組立式水槽へ送
水する 

未然防止対策①-2 
未然防止対策②A-2 
未然防止対策②B-2 
未然防止対策③-2 

1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 エンジン付きポ
ンプ 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性（資機材の設置
場所等の確認を含む） 

 送水流量 
 作業者間の通信状況 
 準備に要する時間 

 

⑥ 

【HAW 施設と合同】 
不整地運搬車で給
油 （ 南 東 地 区 ⇒
PCDF） 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②A、②A-1、②A-2 
未然防止対策②B、②B-1、②B-2 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策①-1 

1 班/3 名 
 不整地運搬車 
 ドラム缶 

 作業性 
 運搬・給油に要する時

間 
 

⑦ 

【HAW 施設と合同】 
所内水源（蓄熱槽）
からの取水（消防ポ
ンプ車使用） 

未然防止対策①-1 
未然防止対策②A-1 
未然防止対策②B-1 
未然防止対策③-1 

1 班/8 名 
（消防班 2
名含む） 

 消防ポンプ車 

 組立式水槽 
 消防ホース 

 作業性 
 取水流量 
 運搬・給油に要する時

間 

 

⑧ 
重機によりアクセス
ルート確保 

未然防止対策①、①-1、①-2 
未然防止対策②A、②A-1、②A-2 
未然防止対策②B、②B-1、②B-2 
未然防止対策③、③-1、③-2 
遅延対策①-1 

1 班/4 名 
 ホイールローダ 

 油圧ショベル 

 作業性 
 樹木の撤去に要する時

間 
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No. 実務訓練項目
実施訓練項目が
含まれる対策

実施事項

12/2 12/3 12/4 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18

①
HAW施設よりエンジン付きポンプ、消防ホース及び
組立式水槽を屋外へ搬出

未然防止対策①、①-1、①-2
未然防止対策②、②-1、②-2
未然防止対策③、③-1、③-2
遅延対策②

②
HAW屋上の冷却塔へエンジン付きポンプにより給水
を行う

未然防止対策①、①-1、①-2

③
PCDF駐車場組立水槽からエンジン付きポンプを使用
しHAW施設屋外の組立式水槽へ送液する

未然防止対策②

④
HAW施設屋外の組立式水槽からエンジン付きポンプ
を使用し、PCDF駐車場の可搬型冷却塔に送液する

未然防止対策②、②-1、②-2

⑤ 蒸気供給用ホース敷設（屋内） 遅延対策①、①-1

⑥
所内水源（TUC）よりPCDF駐車場へ送水する
TUC⇒（消防ポンプ車）⇒Puセンター駐車場（水槽）
⇒エンジン付ポンプ⇒PCDF

未然防止対策②-1
未然防止対策③、③-1

⑦
消防ポンプ車またはエンジン付きポンプを起動し
自然水利より組立式水槽へ送水する

未然防止対策②-2

⑧ 不整地運搬車で給油（南東地区⇒PCDF）

未然防止対策①、①-1、①-2
未然防止対策②、②-1、②-2
遅延対策①、①-1
未然防止対策③、③-1、③-2
遅延対策②

⑨
所内水源（蓄熱槽）からの取水
（消防ポンプ車使用）

未然防止対策②-1

⑩ 重機によりアクセスルートの確保

未然防止対策①、①-1、①-2
未然防止対策②、②-1、②-2
遅延対策①、①-1
未然防止対策③、③-1、③-2
遅延対策②

図1-1 事故対処の有効性確認に係る要素訓練のスケジュール（HAW)

12月中旬頃、招集訓練を予定

上記以外の操作項目については、現場または机上における手順書の確認を実施

手順確認 手順見直し 時間測定

凡例

：現場で実施

：机上で実施

手順確認 手順見直し 流量測定 時間測定

手順確認

手順確認 流量測定

流量測定手順見直し

手順見直し

手順見直し

手順見直し

時間測定

時間測定

手順確認 手順見直し 時間測定

準備及び日程調整（消防班）

時間測定（調整中）

準備及び日程調整（消防班） 実施予定

実施予定

準備及び日程調整（地域・共生課等）
実施予定

実施予定
準備及び日程調整（工技部）

手順確認
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図1-2 事故対処の有効性確認に係る要素訓練のスケジュール（TVF）

No. 実務訓練項目
実施訓練項目が
含まれる対策

実施事項

12/2 12/3 12/4 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18

①
【TVF個別】
TVFよりエンジン付きポンプ、消防ホース及び
組立式水槽を屋外へ搬出

未然防止対策①、①-1、①-2
未然防止対策②A、②A-1、②A-2
未然防止対策②B、②B-1、②B-2
未然防止対策③、③-1、③-2
遅延対策①、①-1

②
【TVF個別】
TVF屋上の冷却塔へエンジン付きポンプにより
給水を行う

未然防止対策①、①-1、①-2

凡例

：現場で実施

：机上で実施

手順確認 手順見直し 時間測定

手順確認 手順見直し 時間測定流量測定

上記以外の項目のうち、図1-1 HAW施設の要素訓練スケジュールNo.③、⑥～⑩
はTVFも合同で実施

12月中旬頃、招集訓練を予定

上記以外の操作項目については、現場または机上における手順書の確認を実施
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図2-1 資機材搬出

エンジン付きポンプ
組立式水槽
消防ホース搬出

図2-2 HAW屋上の冷却塔への給水

HAW施設南⾯

組立式水槽に水を溜め、エンジン付きポンプで水をHAW屋上へ
汲み上げ、冷却塔又は浄水受槽への給水を行う。

冷却塔
浄水受槽

エンジン付きポンプ

組立式水槽

【確認事項】
HAW施設内からの資機材の屋外への運搬実績がないため、訓練
により⼿順を確認する。また、運搬に要した時間を測定する。

【確認事項】
HAW屋上へのエンジン付きポンプによる送⽔訓練は実績があるが、
冷却塔への供給は実績がないことから⼿順を含め確認する。また、
送⽔流量を測定する。

HAW施設
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図2-3 PCDF駐車場⇔HAW施設周辺への
ホース等設置及び送水

PCDF駐車場

HAW施設

HAW施設
PCDF駐車場

PCDFのり面を
使用し実施

図2-4 蒸気供給用ホース敷設(施設内)

【確認事項】
PCDF駐⾞場からHAW施設周辺と、HAW施設周辺からPCDF駐⾞場間
で、エンジン付きポンプを使⽤し送⽔を⾏った実績がないことか
ら⼿順を含め確認を⾏う。また、送⽔流量を測定する。

【確認事項】
蒸気供給⽤ホース敷設の作業時間の測定を⾏っていないことから
⼿順を含め確認する。

送液⽤
ヘッダー

送液⽤
フレキシブル
チューブ

送液⽤
蒸気耐圧ホース

訓練済

訓練未

凡例
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PCDF駐車場所内水源

図2-6 消防ポンプ車連結送水

図2-5 所内水源よりPCDF駐車場への送水

PCDF駐車場

送水

所内水源（中央運転管理室(受⽔・給⽔タンク）〜PCDF駐⾞場）

連結送水

ホース敷設距離
約850m

（中央運転管理室〜PCDF駐⾞場）

HAW施設

中央運転管理室
(受⽔300㎥・給⽔タンク300㎥）

【確認事項】
津波の襲来を考慮し、所内にある⾼台の取⽔箇所（中央管理室
（TUC））からPCDF駐⾞場までの、⼀番⻑い距離の送⽔を確認する。
また、送⽔流量を測定する。
消防ポンプ⾞・エンジン付きポンプの位置については訓練で確

認する。

消防ポンプ⾞消防ポンプ⾞ エンジン付ポンプ エンジン付ポンプ

組⽴式⽔槽 組⽴式⽔槽

消防ポンプ⾞

消防ポンプ⾞

エンジン付ポンプ

エンジン付ポンプ
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不整地運搬車

図2-7 燃料運搬

核燃料サイクル
⼯学研究所

屋外軽油タンクより不整地運搬
車を使用し、PCDF駐車場へ運
搬する

（蓄熱槽）

（蓄熱槽）

図2-8 所内水源(蓄熱槽)からの取水

HAW

付属機械室(Puセンター)

付属機械室入口

付属機械室内

蓄熱槽

蓄熱槽 消防ポンプ車等の吸引ホースを挿入し
取水確認を行う

【確認事項】
屋外軽油タンクからPCDF駐⾞場まで、不整地運搬⾞で軽油(ドラム
⽸）の⼀連の運搬作業を⾏ったことがないため⼿順を含め確認する。
また、屋外軽油タンクからPCDF駐⾞場までの運搬時間（往復）を
測定する。

【確認事項】
所内⽔源である蓄熱槽から、消防ポンプ⾞で取⽔を⾏ったことが
ないことから、⼿順を含め確認する。また、取⽔流量を測定する。
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図2-9 がれき撤去訓練(流木想定)

事故対処設備を運搬可能な経路を確保する。

【確認事項】
重機による⽡礫撤去訓練（⼟砂）の実績はあるが、津波による丸太の撤去は⾏っていないことから、
撤去に要した時間を測定する。
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TVF開発棟2階

TVF開発棟1階

TVF管理棟
1階

図3-1 資機材搬出

TVF開発棟3階
消防ホース

エンジン
付きポンプ組立式水槽

冷却塔

TVF南面

図3-2 TVF屋上の冷却塔への給水

組立式水槽に水を溜め、エンジン付きポンプで水を
TVF屋上へ汲み上げる。
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高放射性廃液貯蔵場（HAW）における事故対処（未然防止対策及び遅延対策）の 

基本的な考え方に係る検討状況について 

 

１．はじめに 

地震・津波を起因事象として、高放射性廃液の崩壊熱除去機能が喪失した際

に行う事故対処（沸騰の未然防止対策及び遅延対策）について考え方を整理する

とともに、使用する事故対処設備及び必要資源に応じた有効な事故対処フロー

を検討し、フローの中で状況に応じて実施を判断することになる箇所の対策に

ついて分類整理した。 

事故対処フローの検討においては、各対策の判断分岐を詳細化して検討を進

めており、今後、１月の変更申請に向け、訓練結果の評価を反映する形で、有効

性の検証を進める計画である。 

現時点の検討状況として、事故対処の基本的な考え方、各対策の分類及び優

先度を示す。 

 

２．事故対処の基本的考え方 

事故対処は，大きく分けて貯槽の冷却コイルへの給水により崩壊熱除去機能

を回復し持続的な対策効果が期待できる未然防止対策と，水を貯槽に直接注水

し発熱密度を低下させことにより沸騰に至るまでの時間余裕を確保する遅延対

策の２種類から構成する。未然防止対策及び遅延対策を事象の進展状況に応じ

て組み合わせて実施することにより、外部からの支援が得られるようになるま

で高放射性廃液が沸騰に至らない状態を維持して事故を収束させる考えである。

さらにこれらの対策は使用する設備，資源の供給源の組合せに基づき具体化し

複数の構成パターンとして分類する。 

未然防止対策により崩壊熱除去機能を回復させる際には、より安定な状態で

回復させることを優先し、恒設設備による機能回復を基本に、事故対処フロー

を構成する考え方である。 

事故対処の使用資源となり得る所内の既存水源及び燃料の保管設備は，設計

地震動及び設計津波に対し確実に耐え得るものではないことから，事故対処に

必要となる水及び燃料を可搬型のタンクトレーラーで確保し、それらを津波の

影響を受けない高台に分散配備する考えである。 

また、事故対処の継続時間は、外部支援を受けることができない状況におい

て１週間とし，必要な資源を上記の方針に基づき確保する。  
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３．対策分類 

未然防止対策及び遅延対策では、使用する事故対処設備及び使用資源に応じ

て、以下の通り分類する。分類結果を表 1に示す。 

(1)使用設備による分類 

＜未然防止対策①＞恒設設備により崩壊熱除去機能を回復させる対策 

恒設設備（１次冷却水系統及び２次冷却水系統）を稼働させるための電

力及び水の供給を可搬型設備から受けるが，定常時に近い状態かつ最も安

定した状態に回復可能な対策であり事故対処の基本とする対策 

 

＜未然防止対策②＞可搬型冷却設備等により崩壊熱除去機能を維持する対

策 

可搬型冷却設備，エンジン付きポンプ等の可搬型設備により一次冷却水

系統のループを構築し冷却した水を再度，冷却コイルへ給水し、高放射性

廃液を 60℃以下に冷却する 

 

＜未然防止対策③＞エンジン付きポンプ等により崩壊熱除去機能を維持す

る対策 

エンジン付きポンプ等の可搬型設備によりワンスルー方式で一次冷却

コイルへ給水し、高放射性廃液を 60℃以下に冷却する 

 

＜遅延対策①＞可搬型設備（可搬型蒸気供給設備）による遅延対策 

可搬型蒸気設備により予備貯槽(272V36)を水源として、各貯槽へ直接注

水する対策 

 

＜遅延対策②＞可搬型設備（エンジン付きポンプ等）による遅延対策 

エンジン付きポンプ及び消防ポンプ車により所内の水源から、各貯槽へ

直接注水する対策（所内水源の確保が可能な場合に実施） 

 

（2）使用資源による分類 

対策に必要な資源は、タンクトレーラーを新たに所内に配備して確保す

る。また、所内の既設設備（水・燃料）及び自然水利については、起因事

象による被災状況を確認の上、利用可能な場合は使用する。 

・タンクトレーラー（水・燃料）：未然防止対策①②、遅延対策①（可搬型
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蒸気設備駆動用） 

・予備貯槽（水）：遅延対策①（直接注水用） 

・所内既設設備（水・燃料）及び自然水利： 

未然防止対策①-1,①-2、未然防止対策②-1,②-2、未

然防止対策③,③-1,③-2、遅延対策①-1,② 

 

４．事故対処フローの考え方 

地震発生から事故対処を開始するまでの事故対処フローを図1に示す。また，

基本的な事故対処選定フローを図 1-1及び図 1-2に示す。 

地震発生後，設備（移動式発電機からの給電系統，水及び燃料の保管設備な

ど）の被災状況及び要員の参集状況から，事故選定フロー（図 1-3及び図 1-4参

照）に従い，未然防止対策①または未然防止対策②を選定する。 

事故対処フローの考え方における前提条件を以下のとおりとする。 

・事故対処に必要な資源として設計地震動及び設計津波に対して耐えうるこ

とができる 7日間の燃料を約 40 m3確保する。 

・事故対処に必要な資源として設計地震動及び設計津波に対して耐えうるこ

とができる 7日間の水源を約 152 m3確保する。 

・車両を除く可搬型の動的機器は単一故障を考慮する。 

・事象発生後 7日後には外部支援が得られるものとする。 

 

４.１事故対処の基本形 

事故対処の基本形としては，３.項に示すとおり，最も安定した状態を持続で

きる対策である未然防止対策①を所内にある資源のみを用いて 7 日間（外部支

援に期待しない期間）継続して実施し，7日経過後，外部支援により水及び燃料

等の供給がなされることを想定する。事故対処開始から事故収束までの基本形

を下図に示す。 

 

 

地震発生

・未然防止対策①の実施

持続期間：7日間 (事故収束方向)

・外部支援により未然防止対策①を継続
しつつ，損傷したユーティリティ設備を復旧し
施設を通常状態へと回復させる

タンクトレーラーにより7日間の水及び燃料を確保（未然防止対策①）
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４.２事故対処の基本形ができない場合の対処 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合 

未然防止対策①が実施できない原因として，移動式発電機からの給電系統

が損傷し，それを短期間で補修できない場合，又は未然防止対策①を実施する

要員が確保できない場合が考えられる。この場合は，電源供給が不要で少人数

で実施可能な未然防止対策②に着手する。この際はタンクトレーラーに確保

している水及び燃料を使用し，未然防止対策②を 7 日間（外部支援に期待し

ない期間）実施する。7日経過後，外部支援により水及び燃料等の供給がなさ

れることを想定する。また，給電系統の損傷が原因の場合は補修を行い，未然

防止対策①を実施できる条件が整いしだい，より安定な対策である未然防止

対策①に移行する。事故対処開始から事故収束までの概念を下図に示す。 

 

 

 

上記の判断を行う際の具体的な基準について以下に示す。 

（１）未然防止対策①ができず未然防止対策②を行う際の定量的基準 

① 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合（損傷の状

態から予め確保している予備品や補修材等を用いた対応ができないと判

断される場合） 

短期間で補修できない場合とは未然防止対策②の実行までに要する時

間（約 16時間以内）にケーブル等の補修ができない場合を言う。 

約 16時間以内に補修の完了が見込めない場合は未然防止対策②の準備

に着手し可搬型冷却設備，エンジン付きポンプを使用した対策を実施す

る。なお，ケーブル等の補修は未然防止対策②が成立している際に並行し

て行うことを想定する。 

② 要員が確保できない場合 

要員の招集は，事故対処に必要なスキルを有している者と必要な人数

地震発生

・タンクトレーラーにより7日間の水及び燃料を確保

期間：7日間

・未然防止対策②の実施

(事故収束方向)

・ 7日後外部支援

・外部支援により未然防止対策①を継続
しつつ，損傷したユーティリティ設備を復旧し
施設を通常状態へと回復させる
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との組み合わせが約３倍となるように再処理施設を中心とした半径１２ 

km を招集対象とている。このため招集する要因に不足が生じることは考

え難いが，不確かさを考慮し未然防止対策①に必要な要員（29名）が 7時

間以内に確保できない場合は未然防止対策②を実施する（補足資料-2 参

照）。 

 

（２）未然防止対策②実施後に未然防止対策①へ移行する際の定量的基準 

① 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

給電系統の補修が完了し，導通測定及び絶縁抵抗測定に異常がない場

合は最も安定した状態を持続できる対策である未然防止対策①へ移行す

る。 

② 要員が確保できた場合 

未然防止対策①に必要な要員（29 名）の確保が完了されしだい未然防

止対策①へ移行する。 

 

４.２.２未然防止対策①及び②の両対策ともに実施できない場合 

未然防止対策①及び②の両対策ともに実施できない要因として，次のことが

考えられる。移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合かつ要

員が確保できない場合に加えて可搬型冷却設備の単一故障が重畳する様な場合

である。これらの要因により未然防止対策①及び②の対策ができない場合は，

未然防止対策③を実行する。タンクトレーラにより確保される水の量では，未

然防止対策③を 7 日間継続するために必要な量の水に不足が生じることから，

所内の他の水源からの取水準備や自然水利からの取水準備を並行して進めつつ

水源の状況に応じて③-1又は③-2へ移行する。併せて給電系統の補修及び故障

した可搬型事故対処設備の修理を進め，それらの補修等が完了し，移行条件が

整いしだい未然防止対策①又は②へ移行する。7日間経過後は，外部支援により

水及び燃料等の供給がなされることを想定する。事故対処開始から事故収束ま

での概念を下図に示す。 
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（１）未然防止対策①及び②が両方ともに実施できず未然防止対策③を行う

際の定量的基準（以下の①，②及び③の全てが成立した時点） 

① 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策（１）①が実施できない場合と同様 

② 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策（１）②が実施できない場合と同様 

③ 可搬型冷却設備の単一故障の場合 

 

（２）未然防止対策③から未然防止対策③-1又は③-2へ移行する際の定量的

基準 

未然防止対策③はワンスルー方式にて高放射性廃液貯槽の冷却コイル

に供給する対策である。7 日間継続するためには約 2016m3 の大量に水が

必要であることから，所内の水源を確保する。所内水源においては当該貯

槽の残量が約 100 m3（約 8 時間対策継続可能）を下回った段階で次に取

水する所内水源のからの系統を構築する。また，使用可能な所内水源を全

て使用した後は，自然水利からの取水である未然防止対策③-2 へ移行す

る。この際，原則としてタンクトレーラの水は未然防止対策①又は②の対

策が可能となった場合に備え確保しておく。 

 

（３）未然防止対策③，③-1又は③-2から未然防止対策①へ移行する際の定

量的基準（以下の①，②及び③の全てが成立した時点） 

① 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

４.２.１（２）①と同様 

② 要員が確保できた場合 

４.２.１（２）②と同様 

③ 可搬型冷却設備の単一故障の補修が完了した場合 

 

地震発生

期間：7日間

未然防止対策
③の実施

(事故収束方向)7日後外部支援

・未然防止対策①の実施

未然防止対策
③-1の実施

未然防止対策
③-2の実施

燃料：タンクトレーラ
水：所内水源

燃料：所内燃料
水：所内水源

燃料：所内燃料
水：自然水利
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４.２.３検討している事故対処設備が整備されるまでの期間の事故対処の考え方

（未然防止対策①-1から開始する場合） 

未然防止対策①-1又は①-2を行う。これらの対策ができない場合は，未然防

止対策③-1 及び③-2 を実施し，状況に応じて遅延対策①-1 又は②を実施する。 

未然防止対策①-1又は①-2が実施できない原因として，移動式発電機からの

給電系統を短期間で補修できない場合，要員が確保できない場合又は所内の水，

燃料が使用できない場合が考えられる。 

外部支援による水及び燃料の供給がなされた後には，未然防止対策①-1 に移

行し，最も安定した状態に回復させる。事故対処開始から事故収束までの概念

を下図に示す。 

 

【未然防止対策①-1，①-2から遅延対策を行う場合（HAW貯槽初期液温 35℃）】 

 

【未然防止対策③-1，③-2から遅延対策を行う場合（HAW貯槽初期液温 60℃）】 

 

 

（１）未然防止対策①-1ができない場合 

① 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合と同様 

② 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策②が実施できない場合と同様 

③ 所内水源からの取水ができない場合 

津波の遡上域（T.P.+15 m以下）に配置されている所内水源においては

津波の影響を考慮して高台（T.P.+15 m以上）にある水源から使用するこ

地震発生

期間：2.5日間

未然防止対策
①-1，①-2の実施

(事故収束方向)

7日後外部支援

遅延対策①-1の実施

期間：4.5日間

地震発生

期間：4日間

未然防止対策
③-1，③-2の実施

(事故収束方向)

7日後外部支援

期間：3日間

遅延対策①-1の実施
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とを基本とする。使用する水の必要量は恒設設備の冷却塔に補給する水

として約 0.9 m3/hである。また，冷却コイルにワンスルー方式で供給す

る場合では約 12 m3/hとなる。使用可能な所内水源を全て使用した後は，

自然水利からの取水である未然防止対策①-2又は未然防止対策③-2へ移

行する。 

④ 所内燃料の確保が少ない場合 

所内燃料においては津波の影響がない高台（T.P.+15 m以上）にある燃

料タンクから使用することを基本とする。未然防止対策①-1 を 7 日間行

うために必要な燃料の使用量（約 40m3）に対して，確保した燃料の容量が

それ以下の場合は未然防止対策③-1又は③-2に移行する 

 

（２）未然防止対策①-1ができず未然防止対策①-2を行う際の定量的基準 

① 所内水源からの取水ができない場合 

４.２.３（１）③ 所内水源からの取水ができない場合と同様 

 

（３）未然防止対策①-2ができず未然防止対策③-2を行う際の定量的基準 

① 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合と同様 

② 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策②が実施できない場合と同様 

③ 所内水源からの取水ができない場合 

４.２.３（１）③ 所内水源からの取水ができない場合と同様 

④ 所内燃料の残量が少ない場合 

４.２.３（１）④ 所内燃料の確保が少ない場合と同様 

 

（４）未然防止対策③-1から未然防止対策③-2へ移行する際の定量的基準 

未然防止対策③-1及び③-2はワンスルー方式にて高放射性廃液貯槽の

冷却コイルに供給する対策である。7 日間継続するためには約 2016m3 の

大量に水が必要であることから，所内水源においては当該貯槽の残量が

約約 100 m3（約 8 時間対策継続可能）を下回った段階で次に取水する所

内水源のからの系統を構築する。また，使用可能な所内水源を全て使用し

た後は，自然水利からの取水である未然防止対策③-2へ移行する。 
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（５）未然防止対策③-1 又は③-2 から未然防止対策①-1 又は①-2 へ移行す

る際の定量的基準 

① 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

４.２.１（２）①と同様 

② 要員が確保できた場合 

４.２.１（２）②と同様 

③ 外部支援の資源が確保できた場合 

未然防止対策①-1に移行し，最も安定した状態に回復させる。 

 

（６）所内の資源（水及び燃料）の採取量が対策の継続に必要な量以下の場

合は遅延対策①-1を実施する 

遅延対策①-1 を実施することにより沸騰に至る時間余裕を確保できる。 

 

なお，上記の各対策の切り替え時の条件については，使用する水，燃料の残量，

切り替えに要する時間等の定量性を考慮して設定する。また，使用する設備，資源，

アクセスルート等の状況及び要員の参集状況に応じて，各対策の所要時間がタイム

チャートに示す時間を大幅に上回る場合には，所要時間を考慮して，対策の実施順

序を判断する。 

 

５．事故対処に使用する主要設備 

各事故対処に使用する主要設備を表 2 に，各事故対処の概要図を図 2～図 13

に示す。 

 

 

以 上 
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表１ 対策概要 

※1可搬型蒸気供給設備にて発生させる蒸気用の水に使用 

対 策 対策及び使用設備の概要 
使用する燃料 使用する水源 

ﾀﾝｸ 
ﾄﾚｰﾗ 

所内 
(燃料) 

ﾀﾝｸ 
ﾄﾚｰﾗ 

所内 
(水源) 

自然 
水利 

未然防止

対策 

① 
移動式発電機を起動し既設の冷却塔及び冷却水の循環ポンプに給電する。既設の冷

却塔に補給水を給水する。タンクトレーラに保管する水及び燃料を使用する。 
〇  〇   

①-1 
未然防止対策①において，タンクトレーラの水及び燃料が使用できない場合は，利用可

能な所内の水及び燃料を使用する。 
 〇  〇  

①-2 
未然防止対策①-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，自然水利

を使用する。 
 〇   〇 

② 
移動式発電機が使用できない場合は、冷却コイルに給水した冷却水を可搬型冷却設備

により冷却して循環する。タンクトレーラに保管する水及び燃料を使用する。 
〇  〇   

②-1 
未然防止対策②において，タンクトレーラの水及び燃料が使用できない場合は，利用可

能な所内の水及び燃料を使用する。 
 〇  〇  

②-2 
未然防止対策②-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，自然水利

を使用する。 
 〇   〇 

③ 
冷却コイルに給水した冷却水を冷却せずに排水する。利用可能な所内の水及びタンク

トレーラの燃料を使用する。 
〇   〇  

③-1 
未然防止対策③において，タンクトレーラの燃料が使用できない場合は，利用可能な所

内の燃料を使用する。 
 〇  〇  

③-2 
未然防止対策③-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，自然水利

を使用する。 
 〇   〇 

遅延対策 

① 
可搬型蒸気供給設備により予備貯槽の水を貯槽に直接注水する。タンクトレーラに保

管する水及び燃料を使用する。 
〇  〇※1   

①-1 
遅延対策①において，タンクトレーラの水及び燃料が使用できない場合は，利用可能な

所内の水及び燃料を使用する。 
 〇  〇※1  

② 
消防ポンプ車及びエンジン付きポンプにより貯槽に直接注水する。利用可能な所内の

水及び燃料を使用する。 
 〇  〇  
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表２ 事故対処に使用する主要設備 

 

 

対 策 項 目

使用する主要設備

移動式発電機
(1台)

消防ポンプ車 エンジン付き
ポンプ

可搬型冷却設備
(1式)

可搬型蒸気
供給設備

(1式)

重機
(ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞ,油圧ｼｮﾍﾞﾙ)

(各1台)

タンクトレーラ
(水)

タンクトレーラ
(燃料)

不整地運搬車
(燃料運搬)

(1台)

未然防止対策

① ○ ○※2(2台) ○(3台) - - ○ ○(Pu:5台,PCDF1台) ○(Pu:1台,PCDF:1台) ○

①-1 ○ ○(2台) ○(3台) - - ○ ※3 ※3 ○

①-2 ○ - ○(3台) - - ○ ※4 ※4 ○

②※1 - ○※2(2台) ○(3台) ○ - ○ ○ (Pu:5台) ○(PCDF:1台) ○

②-1※1 - ○(2台) ○(3台) ○ - ○ ※3 ※3 ○

②-2※1 - - ○(4台) ○ - ○ ※4 ※4 ○

③ - ○(2台) ○(3台) - - ○ ※6 ○(PCDF：1台) ○

③-1 - ○(2台) ○(3台) - - ○ ※6 ※5 ○

③-2 - - ○(2台) - - ○ ※7 ※5 ○

遅延対策

① - - ○(1台) - ○ ○ ○(PCDF:1台) ○(PCDF:1台) ○

①-1 - ○(1台) ○(1台) - ○ ○ ※3 ※3 ○

② - ○(2台) ○(3台) - - ○ ※3 ※3 ○

※1 空冷式による冷却についても検討中 ※5 核サ研内の燃料を使用
※2 Pu のタンクトレーラよりPCDFまで水を移送 ※6 核サ研内の水使用
※3 核サ研内の水及び燃料を使用 ※7 自然水利使用
※4 自然水利と核サ研内の燃料を使用
Pu：プルトニウム燃料技術開発センター、PCDF：プルトニウム転換技術開発施設管理棟駐車場
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・地震が発生し茨城県に大津波警報が発表

要員招集（12 km圏内）

【被災状況集約】

・人員点呼結果

・重要な設備（崩壊熱除去、閉じ込め）の状況

・ユーティリティ（水，燃料）の状況

・アクセスルートの状況

・仮設電源系統の状況

・津波の監視、状況報告
現場指揮所※2立上げ

・全電源損失

・耐震性のない建家，構築物の損傷

・アクセスルート損傷

・津波ガレキの発生

【保安要員】

・津波監視カメラの健全性確認を実施する。

確認結果を踏まえ部品交換により機能回復

を図る。

・建家内設備の状況を確認する。
【召集指示の有無に関わらず参集】

・現地対策本部構成員

・再処理廃止措置技術開発センター全管理職及び

その他事故対処要員等

核サ研 南東地区に集合

人員点呼現地対策本部設置

(主な対応)

・津波の監視

・被災状況の情報集約・判断

・環境モニタリング等

・救助及び救護活動

・外部への情報発信

・資機材の調達等

口頭

通信・衛星電話等

(MP制御室/TVF制御室)

地層処分基盤研究施設※1

(緊急時対策所の代替施設)

人員点呼

※2 再処理施設の現場指揮所は

現地対策本部とは別場所に

設置

南東門(T.P.約25 m)より入門

班編成・作業分担

※1 地層処分基盤研究施設が使用

できない場合は，プルトニウム

燃料第三開発室に設置

【緊急時対策所】

図1 高放射性廃液貯蔵場（HAW)における事故対処フロー（起因事象：地震・津波）

・操作等保安要員71名

・電気保安要員17名

・重機操作者20名

計108名

(到着予想時間：徒歩4 ㎞/h

最大4.2時間、距離約17 ㎞)

必要人数

・未然防止対策①：29名

・未然防止対策②：20名

・未然防止対策③：19名

・遅延対策① ：21名

・遅延対策② ：19名

【対策の選定】

被災状況に応じて選定フローにより

最初に実施する対策を選定する

対策に使用する系統，所内

水源及び所内燃料の被災

状況を確認する

【未然防止対策①】移動式発電機を用いた恒設設備への電源供給による冷却機能維持を図る対策。

【未然防止対策②】可搬型設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへ可搬型冷却設備を用いたループ方式の系統を構築し給水を行う）。

【未然防止対策③】可搬型設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへワンスルー方式の系統を構築し給水を行う）。

【遅延対策①】可搬型蒸気供給設備を用いて予備貯槽（272V36）から各高放射性廃液貯槽に水を供給し，発熱密度を低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。

【遅延対策②】エンジン付きポンプを用いて所内水源の水を高放射性廃液貯槽に直接注水し発熱密度を低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。

対策の実施

(参集要員より選抜)

・再処理施設内に設計津波が遡上（勤務時間外）

【消防班】

・緊急車両等のPu燃駐車場への移動

構内 避難指示発令
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図1-1 高放射性廃液貯蔵場（HAW)における将来設計を踏まえた基本的な事故対処選定フロー

対策の選定

移動式発電機を用いた

対策が実施可能か

可搬型冷却設備を用いた

対策が実施可能か

【未然防止対策③】

を実施する※

【未然防止対策①】

を実施する

【未然防止対策②】

を実施する※

YES

NO

YES

NO

対策の選定

移動式発電機を用いた

対策が実施可能か

【未然防止対策③-1or未然防止対策③-2】

を実施する※

【未然防止対策①-1or未然防止対策①-2】

を実施する

YES

NO

図1-2 高放射性廃液貯蔵場（HAW)における現状の基本的な事故対処選定フロー

※オプションとして遅延対策

①又は遅延対策②が可能

※オプションとして遅延対策

①又は遅延対策②が可能

未然防止対策①-1又は①-2を実施

未然防止対策②-1又は②-2を実施

未然防止対策③-1又は③-2を実施
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NO

図1-3 高放射性廃液貯蔵場（HAW)における将来設計を踏まえた地震・津波に対する事故対処選定フロー（図1-1詳細）

【対策の選定の開始】

移動式発電機からの給電

系統は健全か

16時間以内に補修が完

了する見込みか

補修

（予備ケーブ

ルの敷設等）

YES

NO

YES

未然防止対策①に必要な

要員が確保できているか

（29人）

YES

NO

未然防止対策①を選定，

実行する（図1-2）

YES

NO

未然防止対策②を選定，

実行する（図1-3）

NO

タンクトレーラーの燃料が使用で

きる場合は未然防止対策③を選

定，実行する（図10）

タンクトレーラーの燃料が使用で

きない場合は未然防止対策③-1

を選定，実行する（図11）

NO

YES

未然防止対策③-2を選定，

移行する（図12）

移動式発電機からの給電系統の補修、

要員確保が完了
未然防止対策①へ移行

未然防止対策③又は

③-1を継続

使用可能な所内水源は他

にあるか

NO

YES

当該水源での継続可能

時間が8時間を下回ってな

いか

※1週間で必要な水量は約2016 m3 である

ため、1時間当たり約12 m3必要である。また、

未然防止対策③の作業時間は6時間である

ため、作業中に消費する水の量は約72 m3

であり 100 m3を下回らない8時間の継続可

能な時間を確保する。

他の所内水源からの取水

に移行する

未然防止対策①に必要な条件が整っ

ていない状況において，未然防止対策

②の実施が可能な場合は未然防止対

策①の補修完了までに要する時間の

見通しが9時間以上の際は，未然防止

対策②へ移行する。なお，条件が整い

しだい未然防止対策①に移行する。

移動式発電機からの給電系統の補修、要員の確保、

外部支援の確保が完了

★未然防止対策①へ移行

可搬型冷却設備の単一

故障はないか

未然防止対策②に必要

な要員を確保する

（20人）

未然防止対策③に必要

な要員を確保する

（19人）

★
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NO

図1-4 高放射性廃液貯蔵場（HAW)における現状の地震・津波に対する事故対処フロー（図1-2を詳細化）

【対策の選定の開始】

移動式発電機からの給電

系統は健全か

16時間以内に補修が完了

する見込みか

YES

NO

YES

利用可能な所内の水が確保

ができるか

YES

NO

未然防止対策③-1を

選定，実行する（図11）

未然防止対策①-2を選定，

実行する（図4）

NO

YES当該水源での継続可能

時間が8時間を下回ってな

いか

NO

移動式発電機からの給電系統の補修、要員の確保、

外部支援の確保が完了

未然防止対策③-2を

選定，実行する（図1-12）

★未然防止対策①-1へ移行

使用可能な所内水源は他

にあるか

※1週間で必要な水量は約2016 m3 である

ため、1時間当たり約12 m3必要である。ま

た、未然防止対策③の作業時間は6時間

であるため、作業中に消費する水の量は

約72 m3であり 100 m3を下回らない8時間

の継続可能な時間を確保する。

未然防止対策①-1を選定，

実行する（図3）

利用可能な所内の水の確

保ができるか

補修

（予備ケーブ

ルの敷設等）

未然防止対策①-1に必

要な要員が確保できてい

るか（29人）

YES

未然防止対策③-1

を継続

YES

NO

利用可能な所内の燃料を

確保する

利用可能な所内の燃料を

確保する

NO

YES

他の所内水源からの取水

に移行する

未然防止対策③-1必要な

要員を確保する

（19人）

★
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1/2 
 

高放射性廃液貯蔵場（HAW）に係る地震・津波に対する対応 

事 象 機能喪失範囲 

設計地震動・設計津波 ・電源設備（特高変電所，第２中間開閉所） 

・所内の水源及び燃料（被災状況に応じて利用可能な場合は使用する） 

・設計津波の遡上による津波ガレキの発生 

 

対策実施までの対応

の概要 

地震が発生し茨城県に大津波警報が発表された場合，当直の危機管理課統括者により構内放送等により従業員に避難指示が発令される。また，消防班常駐隊は消防車 2 台，資機材運搬車及び救急車の計 4 台をプ

ルトニウム燃料技術開発センター駐車場に移動する。 

また，現地対策本部構成員及び現場指揮所構成員(再処理施設 現場対応要員)は，召集の指示の有無に関わらず，自らの安全を確保のうえ核サ研南東地区に参集する。この際，正門及び田向門は津波により浸水

する可能性があることから，南東門を使用する。なお，再処理施設の現場対応要員において 12 ㎞圏内の居住者は約 100 名であり，参集に要する時間(最終者到着時間)は徒歩換算(時速 4 ㎞)で 4.2 時間と見込まれる。 

核サ研南東地区に集合した時点から人員点呼を行い，必要な要員が確保され次第，地層処分基盤研究施設内の 2 階に現地対策本部を設置する。また，再処理施設の現場対応要員は同施設内の会議室等で役割分

担に係る班編成を行うともに，分離精製工場(MP)制御室の当直長と衛星電話等により状況を確認する。その後，プルトニウム転換技術開発施設駐車場に現場対応要員を配置し，高放射性廃液貯蔵場(HAW)の未然防止

対策を行うためのアクセスルートの確認と確保を実施する。このアクセスルートが確保され次第，要員数に応じて未然防止対策①又は②を実施する。 

 

対 策 事故対処の概要 必要要員数／スキル 
必要資源 

（7 日間分） 
主な事故対処設備 

対策実行時間 

（詳細はタイムチャ

ート参照） 

未 然 防 止

対策① 

【対策概要】 

・移動式発電機を用いた恒設設備への電源供給による冷却機能維持を図る対策。 

・可搬型設備で供給するユーティリティ（水及び電源）は 7 日間維持できかつ，これを超える

期間は外部支援又は所内資源により機能維持を図れる場合に，事故対処（崩壊熱除去機

能の維持）を安定して継続できると判断する。 

 

【使用設備の分岐】 

・２次系冷却設備の冷却塔への水の補給を消防ポンプ車またはエンジン付きポンプを用いて

行う。アクセスルートが整備されており，消防ポンプ車が走行できる場合は消防ポンプ車を

用いる。 

［必要要員数］ 

29 名 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・移動式発電機の運転 

・1 次系冷却設備の運転 

・2 次系冷却設備の運転 

・重機操作 

［水］ 

約 152 m3 

［燃料］ 

約 40 m3 

[可搬型設備] 

・移動式発電機〔1 台〕 

・消防ポンプ車又はエンジン付きポンプ〔計 5 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・ホース等〔一式〕→約 300 m 

[常設設備] 

・緊急電源接続系統 

[恒設設備] 

・1 次系及び 2 次系冷却設備（恒設） 

約 8 時間 

未 然 防 止

対策② 

【対策概要】 

・仮設設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへ可搬

型冷却設備を用いたループ方式の系統を構築し給水を行う）。 
 

【使用設備の分岐】 

・可搬型冷却設備に補給する水について，エンジン付きポンプのみで系統を構成するか，若

しくは消防ポンプ車及びエンジン付きポンプの両方を用いた方法で系統を構成するかを判

断する。アクセスルートが整備されており，消防ポンプ車が走行できる場合は消防ポンプ

車を用いる。 

 

［要員数］ 

20 名 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・1 次系冷却コイルへの接続 

・可搬型冷却設備の運転 

・重機操作 

［水］ 

約 20 m3 

［燃料］ 

約 6 m3 

[可搬型設備] 

・可搬型冷却塔ユニット〔1 台〕 

・消防ポンプ車又はエンジン付きポンプ〔計 5 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・ホース等〔一式〕→約 300 m 

[恒設設備] 

・1 次系及び 2 次系冷却コイル（恒設） 

約 13 時間 

補足資料-1 
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対 策 事故対処の概要 必要要員数／スキル 
必要資源 

（7 日間分） 
主な事故対処設備 

対策実行時間 

（詳細はタイムチャ

ート参照） 

遅 延 対 策

① 

【対策概要】 

・可搬型蒸気供給設備を用いて予備貯槽（272V36）から各高放射性廃液貯槽に水を供給

し，発熱密度を低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。 

 

［要員数］ 

21 名 

 

［スキル］ 

・可搬型蒸気供給設備の運転 

・重機操作 

［水］ 

約 13 m3 

［燃料］ 

約 4 m3 

[可搬型設備] 

・可搬型蒸気供給設備〔1 台〕 

・消防ポンプ車又はエンジン付きポンプ〔計 1 台〕 

・ホース等〔一式〕→約 200 m 

[恒設設備] 

・スチームジェット 

・蒸気供給系統 

約 7 時間 

未 然 防 止

対策③ 

【対策概要】 

・仮設設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへワン

スルー方式の系統を構築し給水を行う）。 

 

［要員数］ 

21 名 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・1 次系冷却コイルへの接続 

・重機操作 

 

［水］ 

－※ m3 

［燃料］ 

約 8 m3 

 

※ワンスルー方

式のため 

[可搬型設備] 

・消防ポンプ車又はエンジン付きポンプ〔計 5 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・ホース等〔一式〕→約 1200 m 

[恒設設備] 

・1 次系冷却コイル（恒設） 

約 6 時間 

遅 延 対 策

② 

【対策概要】 

・エンジン付きポンプを用いて所内水源の水を高放射性廃液貯槽に直接注水し発熱密度を

低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。 

 

［要員数］ 

19 名 

 

［スキル］ 

・重機操作 

［水］ 

約 270 m3 

［燃料］ 

約 4 m3 

[可搬型設備] 

・消防ポンプ車又はエンジン付きポンプ〔計 5 台〕 

・ホース等〔一式〕→約 1200 m 

 

約 4 時間 

 

 

<70>



出典：国土地理院

再処理施設

新川

新川に津波が遡上するため
通行不可

那珂川に津波が遡上する
ため通行不可

那珂川

久慈川

久慈川に津波が遡上するため
通行不可

凡例
：主な参集ルート

：地震・津波による通行止めを想定

：使用しない参集ルート

：土砂災害による通行止めを想定

図 再処理施設から12 km圏内の参集ルート

表 再処理施設から12 km圏内の居住者が有するスキル

スキル
12 km圏内の居

住者数
未然防止対策
の必要人数

消防ポンプ車の運転 6名 2名

移動式発電機の運転 17名 5名

1次系冷却設備の運転 29名 5名

2次系冷却設備の運転 14名 4名

重機操作 20名 7名

作業員 35名 6名

合計 108名 29名

久慈川より北側からの参集
は期待しない

那珂川より南側からの参集
は期待しない

南東門

再処理施設は北部の久慈川流域及び南部の那珂
川流域の間に位置しており、東部は太平洋に面した
位置関係にある。大規模な地震及び津波による橋
の通行不可及び遡上津波の浸水による交通への影
響が考えられる。このため、要員の召集はこれらの
影響を受けない領域から必要人数の確保が可能な
範囲として12 km圏内を設定した。
再処理施設から12 km圏内には現場対応要員が

約100名居住しており、HAW施設の未然防止対策に
必要なスキル及び人数（最大29名（未然防止対策
①））を確保できる。

なお、津波の影響を考慮し、久慈川より北側及び
那珂川より南側の居住者の参集は期待しない。

また、新川より北側の居住者は新川を迂回して参
集する。新川の迂回を考慮しても、参集に要する時
間（最終者到着時間）は徒歩換算（時速4 km）で4.2
時間と見込まれる。

茨城県の津波ハザードマップ及び土砂災害ハ
ザードマップも考慮して通行可能ルートを選定した。

補足資料-2

領域等 備考

設計津波・L2津波の
浸水域

茨城県津波ハザードマップ（H24
年）等から設定

土砂災害警戒区域
（急傾斜地）

茨城県土砂災害ハザードマップ
（H29年）から設定
（土石流・地すべりの影響はない）

久慈川、那珂川及び
新川を渡河する橋

保守的に地震・津波による
通行止めを想定

表 通行止めを想定する領域等
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再処理施設

南東門

茨城県津波ハザードマップ

茨城県土砂災害ハザードマップ

凡例

参考資料

凡例
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ガラス固化技術開発施設（TVF）における事故対処（未然防止対策及び遅延対策）の 

基本的な考え方に係る検討状況について 

 

１．はじめに 

地震・津波を起因事象として、高放射性廃液の崩壊熱除去機能が喪失した

際に行う沸騰の未然防止対策及び遅延対策について考え方を整理するととも

に、使用する事故対処設備及び使用資源に応じて、有効な事故対処フローを

検討し、フローの中で状況に応じて実施を判断することとなる箇所の対策に

ついて分類整理した。 

事故対処フローの検討においては、各対策の判断分岐を詳細化して検討を

進めており、今後、１月の変更申請に向け、訓練結果の評価を反映する形で、

有効性の検証を進める計画である。 

現時点の検討状況として、事故対処の基本的な考え方、各対策の分類及び

優先度を示す。 

 

２．事故対処の基本的考え方 

事故対処は，大きく分けて貯槽の冷却コイルへの給水により崩壊熱除去機

能を回復し持続的な対策効果が期待できる未然防止対策と，水を貯槽に直接

注水し発熱密度を低下させことにより沸騰に至るまでの時間余裕を確保する

遅延対策の 2 種類から構成する。未然防止対策及び遅延対策を事象の進展状

況に応じて組み合わせて実施することにより、外部からの支援が得られるよ

うになるまで高放射性廃液が沸騰に至らない状態を維持して事故を収束させ

る考えである。さらにこれらの対策は使用する設備，資源の供給源の組合せ

に基づき具体化し複数の構成パターンとして分類する。 

未然防止対策により崩壊熱除去機能を回復させる際には、より安定な状態

で回復させることを優先し、恒設設備による機能回復を基本に、事故対処フ

ローを構成する考え方である。 

事故対処の使用資源となり得る所内の既存水源及び燃料の保管設備は，設

計地震動及び設計津波に対し確実に耐え得るものではないことから，事故対

処に必要となる水及び燃料を可搬型のタンクトレーラで確保し、それらを津

波の影響を受けない高台に分散配備する考えである。 

また、事故対処の継続時間は、外部支援を受けることができない状況にお

いて１週間とし，必要な資源を上記の方針に基づき確保する。 

なお、TVFにおいては、施設内水源として、純水貯槽に最低限約 8m3を保有

していること、各貯槽及び濃縮器は貯蔵容量が小さく※、必要な冷却水量や

直接注水量が限られることから、可能な限り施設内水源及び施設内に保管す

る予定の可搬型チラーや可搬型発電機を活用し、未然防止対策と遅延対策を

添付資料-2 
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実施する。 

※受入槽/回収液槽：11m3、濃縮液槽：1.5m3、濃縮液供給槽：0.9m3、濃縮器：1.4m3 

 

３．対策分類 

未然防止対策及び遅延対策では、使用する事故対処設備及び使用資源に応

じて、以下の通り分類する。分類結果を表 1に示す。 

ガラス固化処理運転中は、濃縮器運転により沸騰状態の時間帯（1日に 1回

の頻度で約 7 時間）が発生することから、全動力電源喪失時は、速やかに施

設内に保有する純水による直接注水を実施して沸騰状態を回避する。 

事故対処に係る前提条件として、ガラス固化処理運転終了時点で、速やか

に貯槽容量の小さな濃縮器、濃縮液槽、濃縮液供給槽の廃液を受入槽や回収

液槽に移送し、濃縮器、濃縮液槽や濃縮液供給槽を事故対処の対象から除く

予定。 

さらに、ガラス固化処理運転終了後、高放射性廃液を出来る限り速やかに

高放射性廃液貯蔵場（HAW）に返送し、ガラス固化技術開発施設（TVF）の崩

壊熱除去機能喪失に係る事故対処の対象から除く予定。 

 

(1)使用設備による分類 

＜未然防止対策①＞恒設設備により崩壊熱除去機能を回復させる対策 

恒設設備（１次冷却水系統及び２次冷却水系統）を稼働させるための

電力及び水の供給を可搬型設備から受けるが，定常時に近い状態でかつ

最も安定した状態に回復可能な対策であり、事故対処の基本とする対策。 

 

 

＜未然防止対策②A 及び②B＞可搬型設備等により崩壊熱除去機能を維持

する対策 

可搬型 チラー、エンジン付きポンプ等の可搬型設備により 1 次冷却

水系統や貯槽毎の冷却コイルでループを構築し冷却した水を再度給水

し、高放射性廃液を 60℃以下に冷却する 

 

 

＜未然防止対策③＞エンジン付きポンプ等により崩壊熱除去機能を維持

する対策 

エンジン付きポンプ等の可搬型設備によりワンスルー方式で一次冷

却コイルへ給水し、高放射性廃液を 60℃以下に冷却する 
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＜遅延対策①＞可搬型設備（エンジン付きポンプ等）による遅延対策 

施設内水源（純水貯槽等）又はエンジン付きポンプ及び消防ポンプ車

により所内の水源から、各貯槽へ直接注水する対策 

 

（2）使用資源による分類 

対策に必要な資源は、タンクトレーラを新たに所内に配備して確保す

る。また、所内の既設設備（水・燃料）及び自然水利については、起因

事象による被災状況を確認の上、利用可能な場合は使用する。 

・タンクトレーラ（水・燃料）：未然防止対策①②A②B、遅延対策① 

・純水貯槽（水）：遅延対策①（直接注水用） 

・所内既設設備（水・燃料）及び自然水利： 

未然防止対策①-1,①-2 

未然防止対策②A-1,②B-1,②A-2,②B-2 

未然防止対策③,③-1,③-2 

遅延対策①-1 

 

４．事故対処フローの考え方 

地震発生から事故対処を開始するまでの事故対処フローを図 1 に示す。ま

た，基本的な事故対処選定フローを図 1-1及び図 1-2に示す。 

地震発生後，設備（移動式発電機からの給電系統，水及び燃料の保管設備

など）の被災状況及び要員の参集状況から，事故選定フロー（図 1-3 及び図

1-4参照）に従い，未然防止対策①または未然防止対策②A、②Bを選定する。 

事故対処フローの考え方における前提条件を以下のとおりとする。 

・事故対処に必要な資源として設計地震動及び設計津波に対して耐えうる

ことができる 7 日間の燃料 （移動式発電機からの給電に必要な燃料等

HAWと共用分は除く）を約  1 m3確保する。 

・事故対処に必要な資源として設計地震動及び設計津波に対して耐えうる

ことができる 7日間の水源を約  184 m3確保する。 

・車両を除く可搬型の動的機器は単一故障を考慮する。 

・事象発生後 7日後には外部支援が得られるものとする。 

 

４.１事故対処の基本形 

事故対処の基本形としては，３.項に示すとおり，最も安定した状態を持続

できる対策である未然防止対策①を所内にある資源のみを用いて 7 日間（外

部支援に期待しない期間）継続して実施し，7日経過後，外部支援により水及

び燃料等の供給がなされることを想定する。 

事故対処開始から事故収束までの基本形を下図に示す。 
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４.２事故対処の基本形ができない場合の対処 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合 

未然防止対策①が実施できない原因として，移動式発電機からの給電系

統が損傷し，それを短期間で補修できない場合，又は未然防止対策①を実

施する要員が確保できない場合が考えられる。この場合は，電源供給が不

要で少人数で実施可能な未然防止対策②A,②Bに着手する。この際はタンク

トレーラに確保している水及び燃料を使用し，未然防止対策②A,②Bを 7日

間（外部支援に期待しない期間）実施する。7日経過後，外部支援により水

及び燃料等の供給がなされることを想定する。また，給電系統の損傷が原

因の場合は補修を行い，未然防止対策①を実施できる条件が整いしだい，

より安定な対策である未然防止対策①に移行する。事故対処開始から事故

収束までの概念を下図に示す。 

 

 

 

上記の判断を行う際の具体的な基準について以下に示す。 

（１）未然防止対策①ができず未然防止対策②A,②Bを行う際の定量的基準 

(1)-1 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合（損

傷の状態から予め確保している予備品や補修材等を用いた対応ができ

ないと判断される場合） 

短期間で補修できない場合とは未然防止対策②A,②Bの実行までに

要する時間（約 13時間以内）にケーブル等の補修ができない場合を言

う。 

約 13時間以内に補修の完了が見込めない場合は未然防止対策②A,②

地震発生

・未然防止対策①の実施

持続期間：7日間 (事故収束方向)

・外部支援により未然防止対策①を継続
しつつ，損傷したユーティリティ設備を復旧し
施設を通常状態へと回復させる

タンクトレーラーにより7日間の水及び燃料を確保（未然防止対策①）
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Bの準備に着手し可搬型冷却設備，エンジン付きポンプを使用した対策

を実施する。なお，ケーブル等の補修は未然防止対策②A,②Bが成立し

ている際に並行して行うことを想定する。 

(1)-2 要員が確保できない場合 

要員の招集は，事故対処に必要なスキルを有している者と必要な人

数との組み合わせが約３倍となるように再処理施設を中心とした半径

１２ km を招集対象とている。このため招集する要因に不足が生じる

ことは考え難いが，不確かさを考慮し未然防止対策①に必要な要員（

移動式発電機等の操作に必要な要員を含め HAW施設で必要とする 29名）

が 7 時間以内に確保できない場合は未然防止対策②A,②Bを実施する

（補足資料-2参照）。 

 

（２）未然防止対策②A,②B実施後に未然防止対策①へ移行する際の定量的

基準 

(2)-1 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

給電系統の補修が完了し，導通測定及び絶縁抵抗測定に異常がない

場合は最も安定した状態を持続できる対策である未然防止対策①へ移

行する。 

(2)-2 要員が確保できた場合 

未然防止対策①に必要な要員（移動式発電機等の操作に必要な要員

を含め HAW施設で必要とする 29名）の確保が完了されしだい未然防止

対策①へ移行する。 

 

４.２.２未然防止対策①及び②A,②Bの両対策ともに実施できない場合 

未然防止対策①及び②A,②Bの両対策ともに実施できない要因として，次

のことが考えられる。移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できな

い場合かつ要員が確保できない場合に加えて可搬型冷却設備の単一故障が

重畳する様な場合である。これらの要因により未然防止対策①及び②A,②

Bの対策ができない場合は，未然防止対策③を実行する。 

タンクトレーラにより確保される水の量では，未然防止対策③を 7 日間

継続するために必要な量の水に不足が生じることから，所内の他の水源か

らの取水準備や自然水利からの取水準備を並行して進めつつ水源の状況に

応じて③-1又は③-2へ移行する。併せて給電系統の補修及び故障した可搬

型事故対処設備の修理を進め，それらの補修等が完了し，移行条件が整い

しだい未然防止対策①又は②A,②Bへ移行する。7日間経過後は，外部支援

により水及び燃料等の供給がなされることを想定する。事故対処開始から

事故収束までの概念を下図に示す。 
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（１）未然防止対策①及び②A,②Bが両方ともに実施できず未然防止対策③

を行う際の定量的基準（以下の(1)-1，-2及び-3の全てが成立した時

点） 

(1)-1 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策（１）-1が実施できない場合と同様 

(1)-2 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策（１）-2が実施できない場合と同様 

(1)-3 可搬型冷却設備の単一故障の場合 

 

（２）未然防止対策③から未然防止対策③-1又は③-2へ移行する際の定量

的基準 

未然防止対策③はワンスルー方式にて高放射性廃液貯槽の冷却コイ

ルに供給する対策である。7 日間継続するためには約 340 m3の大量に

水が必要であることから，所内の水源を確保する。所内水源において

は当該貯槽の残量が約 20 m3（約 8時間対策継続可能）を下回った段階

で次に取水する所内水源のからの系統を構築する。また，使用可能な

所内水源を全て使用した後は，自然水利からの取水である未然防止対

策③-2 へ移行する。この際，原則としてタンクトレーラの水は未然防

止対策①又は②A,②Bの対策が可能となった場合に備え確保しておく。 

 

（３）未然防止対策③又は③-1から未然防止対策①へ移行する際の定量的

基準（以下の(3)-1，2及び 3の全てが成立した時点） 

(3)-1 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

４.２.１（２）-1と同様 

(3)-2 要員が確保できた場合 

４.２.１（２）-2と同様 

(3)-3 可搬型冷却設備の単一故障の補修が完了した場合 

 

４.２.３検討している事故対処設備が整備されるまでの期間の事故対処の考え
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方（未然防止対策①-1から開始する場合） 

未然防止対策①-1又は①-2を行う。これらの対策ができない場合は，未然

防止対策③-1及び③-2を実施し，状況に応じて遅延対策①を実施する。 

未然防止対策①-1又は①-2が実施できない原因として，移動式発電機から

の給電系統を短期間で補修できない場合，要員が確保できない場合又は所内

の水，燃料が使用できない場合が考えられる。 

外部支援による水及び燃料の供給がなされた後には，未然防止対策①-1に

移行し，最も安定した状態に回復させる。事故対処開始から事故収束までの

概念を下図に示す。 

 

【未然防止対策①-1，①-2から遅延対策を行う場合（HAW貯槽初期液温 35℃）】 

 

【未然防止対策③-1，③-2から遅延対策を行う場合（HAW貯槽初期液温 60℃）】 

 

 

（１）未然防止対策①-1ができない場合 

(1)-1 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合と同様 

(1)-2 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策②A,②Bが実施できない場合と同様 

(1)-3 所内水源からの取水ができない場合 

津波の遡上域（T.P.+15 m以下）に配置されている所内水源において

は津波の影響を考慮して高台（T.P.+15 m以上）にある水源から使用す

ることを基本とする。使用する水の必要量は恒設設備の冷却塔に補給

する水として約 1.1 m3/hである。また，冷却コイルにワンスルー方式

で供給する場合では約 2 m3/hとなる。使用可能な所内水源を全て使用

した後は，自然水利からの取水である未然防止対策①-2 又は未然防止

対策③-2へ移行する。 
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(1)-4 所内燃料の確保が少ない場合 

所内燃料においては津波の影響がない高台（T.P.+15 m 以上）にある

燃料タンクから使用することを基本とする。未然防止対策①-1 を 7 日

間行うために必要な燃料の使用量（約 1.2m3（移動式発電機からの給電

に必要な燃料等 HAW と共用分は除く））に対して，確保した燃料の容

量がそれ以下の場合は未然防止対策③-1又は③-2に移行する 

 

（２）未然防止対策①-1ができず未然防止対策①-2を行う際の定量的基準 

(2)-1 所内水源からの取水ができない場合 

４.２.３（１）-1 所内水源からの取水ができない場合と同様 

 

（３）未然防止対策①-2ができず未然防止対策③-2を行う際の定量的基準 

(3)-1 移動式発電機からの給電系統を短期間で補修できない場合 

４.２.１未然防止対策①が実施できない場合と同様 

(3)-2 要員が確保できない場合 

４.２.１未然防止対策②A,②Bが実施できない場合と同様 

(3)-3 所内水源からの取水ができない場合 

４.２.３（１）-3 所内水源からの取水ができない場合と同様 

(3)-4 所内燃料の残量が少ない場合 

４.２.３（１）-4 所内燃料の確保が少ない場合と同様 

 

（４）未然防止対策③-1から未然防止対策③-2へ移行する際の定量的基準 

未然防止対策③-1及び③-2はワンスルー方式にて高放射性廃液貯槽

の冷却コイルに供給する対策である。7 日間継続するためには約 340m3

の大量に水が必要であることから，所内水源においては当該貯槽の残

量が約約 20 m3（約 8時間対策継続可能）を下回った段階で次に取水す

る所内水源のからの系統を構築する。また，使用可能な所内水源を全

て使用した後は，自然水利からの取水である未然防止対策③-2 へ移行

する。 

 

 

（５）未然防止対策③-1 又は③-2 から未然防止対策①-1 又は①-2 へ移行

する際の定量的基準 

① 移動式発電機からの給電系統の補修が完了した場合 

４.２.１（２）-1と同様 

② 要員が確保できた場合 

４.２.１（２）-2と同様 
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③ 外部支援の資源が確保できた場合 

未然防止対策①-1に移行し，最も安定した状態に回復させる。 

 

（６）所内の資源（水及び燃料）の採取量が対策の継続に必要な量以下の

場合は遅延対策①-1を実施する 

遅延対策①-1 を実施することにより沸騰に至る時間余裕を確保でき

る。 

 

なお，上記の各対策の切り替え時の条件については，使用する水，燃料の残量，

切り替えに要する時間等の定量性を考慮して設定する。また，使用する設備，資

源，アクセスルート等の状況及び要員の参集状況に応じて，各対策の所要時間が

タイムチャートに示す時間を大幅に上回る場合には，所要時間を考慮して，対策

の実施順序を判断する。 

 

５．事故対処に使用する主要設備 

各事故対処に使用する主要設備を表 2 に，各事故対処の概要図を図-2～図

-16に示す。 

 

 

以 上 
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表１ 対策概要 

 

 

 

対 策 対策概要 
使用する燃料 使用する水源 

ﾀﾝｸ 
ﾄﾚｰﾗ 

所内 
(燃料) 

ﾀﾝｸ 
ﾄﾚｰﾗ 

所内 
(水源) 

自然 
水利 

未然防止

対策 

① 
移動式発電機を起動し既設の冷却塔及び冷却水の循環ポンプに給電する。既設の冷

却塔に補給水を給水する。タンクトレーラに保管する水及び燃料を使用する。 
〇 - 〇 - - 

①-1 
未然防止対策①において，タンクトレーラの水及び燃料が使用できない場合は，利用可

能な所内の水及び燃料を使用する。 
- 〇 - 〇 

 

- 

①-2 
未然防止対策①-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，自然水利

を使用する。 
- 〇 - - 〇 

②A,②B 
移動式発電機が使用できない場合は、冷却コイルに給水した冷却水を可搬型冷却設備

により冷却して循環する。タンクトレーラに保管する水及び燃料を使用する。 
〇 - 〇 - - 

②A-1,②B-1 
未然防止対策②A,③B において，タンクトレーラの水及び燃料が使用できない場合は，

利用可能な所内の水及び燃料を使用する。 
- 〇 - 〇 - 

②A-2,②B-2 
未然防止対策②A-1，②B-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，

自然水利を使用する。 
- 〇 - - 〇 

③ 
冷却コイルに給水した冷却水を冷却せずに排水する。利用可能な所内の水及びタンク

トレーラに保管する燃料を使用する。 
〇 - - 〇 - 

③-1 
未然防止対策③において，タンクトレーラの燃料が使用できない場合は，利用可能な所

内の燃料を使用する。 
- 〇 - 〇 - 

③-2 
未然防止対策③-1 において，利用可能な所内の水の確保が困難な場合は，自然水利

を使用する。 
- 〇 - - 〇 

遅延対策 

① 
施設内水源を活用し、貯槽に直接注水するより予備貯槽の水を貯槽に直接注水する。

タンクトレーラに保管する水及び燃料を使用する。 
〇 - 〇 - - 

①-1 
遅延対策①において，施設内水源が不足する場合は、タンクトレーラの水及び燃料を

使用する。 
- 〇 - 〇 - 
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表２ 事故対処に使用する主要設備 
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・地震が発生し茨城県に大津波警報が発表

要員招集（12 km圏内）

【被災状況集約】

・人員点呼結果

・重要な設備（崩壊熱除去、閉じ込め）の状況

・ユーティリティ（水，燃料）の状況

・アクセスルートの状況

・仮設電源系統の状況

・津波の監視、状況報告
現場指揮所※2立上げ

・全電源損失

・耐震性のない建家，構築物の損傷

・アクセスルート損傷

・津波ガレキの発生

【保安要員】

・津波監視カメラの健全性確認を実施する。確認結果

を踏まえ部品交換により機能回復を図る。

・建家内設備の状況を確認する。

【召集指示の有無に関わらず参集】

・現地対策本部構成員

・再処理廃止措置技術開発センター全管理職及び

その他事故対処要員等

核サ研 南東地区に集合

人員点呼現地対策本部設置

(主な対応)

・津波の監視

・被災状況の情報集約・判断

・環境モニタリング等

・救助及び救護活動

・外部への情報発信

・資機材の調達等

口頭

通信・衛星電話等

(MP制御室/TVF制御室)

地層処分基盤研究施設※1

(緊急時対策所の代替施設)

人員点呼

※2 再処理施設の現場指揮所は

現地対策本部とは別場所に

設置

南東門(T.P.約25 m)より入門

班編成・作業分担

※1 地層処分基盤研究施設が使用

できない場合は，プルトニウム

燃料第三開発室に設置

【緊急時対策所】

図1 ガラス固化技術開発施設（TVF)における事故対処フロー（起因事象：地震・津波）

・操作等保安要員71名

・電気保安要員17名

・重機操作者20名

計108名

(到着予想時間：徒歩4 ㎞/h

大4.2時間、距離約17 ㎞)

必要人数(HAW共有分除く）

・未然防止対策① ：10名

・未然防止対策②A：10名

・未然防止対策②B：10名

・未然防止対策③ ：10名

・遅延対策① ：10名

【対策の選定】

被災状況に応じて選択フロー（図1-1）により

初に実施する対策を選択する

対策に使用する系統，所内

水源及び所内燃料の被災

状況を確認する

【未然防止対策①】移動式発電機を用いた恒設設備への電源供給による冷却機能維持を図る対策。

【未然防止対策②A】濃縮器/濃縮液槽/濃縮液供給槽に対し、可搬型設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへ可搬型冷却設備を用いたループ方式の系統を構築し給水を行う）。

【未然防止対策②B】受入槽/回収液槽に対し、可搬型設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへ可搬型冷却設備を用いたループ方式の系統を構築し給水を行う）。

【未然防止対策③】可搬型設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへワンスルー方式の系統を構築し給水を行う）。

【遅延対策①】各貯槽に水を供給し，発熱密度を低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。

対策の実施

(参集要員より選抜)

・再処理施設内に設計津波が遡上（勤務時間外）

【消防班】

・緊急車両等のPu燃駐車場への移動

構内 避難指示発令

濃縮器運転中は直接注水に着手

濃縮器運転中か

YES
濃縮器運転中は要員4名確保

NO
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図1-1 ガラス固化技術開発施設（TVF）における将来設計を踏まえた基本的な事故対処選定フロー

対策の選定

移動式発電機を用いた

対策が実施可能か

濃縮器、濃縮液槽、濃縮

液供給槽に廃液を保有し

ているか

可搬型冷却設備を用いた

対策が実施可能か

【未然防止対策③】

を実施する※

【未然防止対策①】

を実施する

【未然防止対策②A,②B】

を実施する※

YES

NO

YES

NO

対策の選定

移動式発電機を用いた

対策が実施可能か

【未然防止対策③-1or未然防止対策③-2】

を実施する※

【未然防止対策①-1or未然防止対策①-2】

を実施する

YES

NO

図1-2 ガラス固化技術開発施設（TVF）における現状の基本的な事故対処選定フロー

※オプションとして遅延対策

①が可能

※オプションとして遅延対策

①が可能

未然防止対策①-1又は①-2を実施

未然防止対策②A-1又は②A-2を実施

未然防止対策③-1又は③-2を実施

【未然防止対策②B】

を実施する※

未然防止対策②B-1又は②B-2を実施

YES

NO 未然防止対策②B-1又は②B-2を実施
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NO

図1-3 ガラス固化技術開発施設（TVF)における対策選定フロー（起因事象：地震・津波）

【対策の選定の開始】

移動式発電機からの給電

系統は健全か

16時間以内に補修が完

了する見込みか

補修

（予備ケーブ

ルの敷設等）

YES

NO

YES

未然防止対策①に必要な

要員が確保できているか

YES

NO

未然防止対策①を選定

（図1-2）

可搬型冷却設備の単一

故障はないか

YES

NO

未然防止対策①へ移行

NOタンクトレーラーの燃料が使用で

きる場合は未然防止対策③を選

定・実施する（図-12）

タンクトレーラーの燃料が使用で

きない場合は未然防止対策③-1

を選定・実施する（図-13）

NO

YES

未然防止対策③-2を選

定・移行する（図-14）

未然防止対策③又は

③-1を継続

使用可能な所内水源は

他にあるか

NO

YES

当該水源での継続可能

時間が8時間を下回ってな

いか

他の所内水源からの取水

に移行する

未然防止対策①に必要な条件が整っ

ていない状況において，未然防止対策

②A、②Bの実施が可能な場合は未然

防止対策①の補修完了までに要する

時間の見通しが9時間以上の際は，未

然防止対策②A、②Bへ移行する。なお，

条件が整いしだい未然防止対策①に

移動式発電機からの給電系統の補修、要員の確保、

外部支援の確保が完了

★未然防止対策①-1へ移行

※1週間で必要な水量は約340 m3 であるた

め、1時間当たり約2 m3必要である。また、未

然防止対策④の作業時間は6時間であるため、

作業中に消費する水の量は約12 m3であり

20 m3を下回らない8時間の継続可能な時間

を確保する。

★

未然防止対策②A、②Bに

必要な要員を確保する

未然防止対策③に必要な

要員を確保する

移動式発電機からの給電系統の補修、

要員確保が完了

未然防止対策②A、②B③を選定

（図1-3）
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NO

図1-4 ガラス固化技術開発施設（TVF)における対策選定フロー（図1-2を詳細化）

【対策の選定の開始】

移動式発電機からの給電

系統は健全か

16時間以内に補修が完了

する見込みか

YES

NO

YES

利用可能な所内の水が確保

ができるか

YES

NO

未然防止対策③-1を

選定，実行する（図-13）

YES

未然防止対策①-2を選定，

実行する（図-5)

NO

YES当該水源での継続可能

時間が8時間を下回ってな

いか

NO

移動式発電機からの給電系統の補修、要員の確保、

外部自然の確保が完了

未然防止対策③-2を

選定，実行する（図-14）

★未然防止対策①へ移行

使用可能な所内水源は他

にあるか

未然防止対策①-1を選定，

実行する（図4）

利用可能な所内の水の確

保ができるか

補修

（予備ケーブ

ルの敷設等）

未然防止対策①-1に必

要な要員が確保できてい

るか

YES

未然防止対策③-1

を継続

YES

NO

利用可能な所内の燃料を

確保する

利用可能な所内の燃料を

確保する

NO

YES

※1週間で必要な水量は約340 m3 であるた

め、1時間当たり約2 m3必要である。また、未

然防止対策④の作業時間は6時間であるた

め、作業中に消費する水の量は約12 m3であ

り 20 m3を下回らない8時間の継続可能な時

他の所内水源からの取水

に移行する

★

未然防止対策③-1必要な

要員を確保する

（10人:HAWと共有分除く）
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ガラス固化技術開発施設（TVF）に係る地震・津波に対する対応 

事 象 機能喪失範囲 

設計地震動・設計津波 ・電源設備（特高変電所，第２中間開閉所） 

・所内の水源及び燃料（被災状況に応じて利用可能な場合は使用する） 

・設計津波の遡上による津波ガレキの発生 

 

対策実施までの対応

の概要 

地震が発生し茨城県に大津波警報が発表された場合，当直の危機管理課統括者により構内放送等により従業員に避難指示が発令される。また，消防班常駐隊は消防車 2 台，資機材運搬車及び救急車の計 4 台をプ

ルトニウム燃料技術開発センター駐車場に移動する。 

また，現地対策本部構成員及び現場指揮所構成員(再処理施設 現場対応要員)は，召集の指示の有無に関わらず，自らの安全を確保のうえ核サ研南東地区に参集する。この際，正門及び田向門は津波により浸水

する可能性があることから，南東門を使用する。なお，再処理施設の現場対応要員において 12 ㎞圏内の居住者は約 100 名であり，参集に要する時間(最終者到着時間)は徒歩換算(時速 4 ㎞)で 4.2 時間と見込まれる。 

核サ研南東地区に集合した時点から人員点呼を行い，必要な要員が確保され次第，地層処分基盤研究施設内の 2 階に現地対策本部を設置する。また，再処理施設の現場対応要員は同施設内の会議室等で役割分

担に係る班編成を行うともに，分離精製工場(MP)制御室の当直長と衛星電話等により状況を確認する。その後，プルトニウム転換技術開発施設駐車場に現場対応要員を配置し，ガラス固化技術開発施設(TVF)の未然

防止対策を行うためのアクセスルートの確認と確保を実施する。このアクセスルートが確保され次第，要員数に応じて未然防止対策①又は②を実施する。 

 

対 策 事故対処の概要 
必要要員数／スキル 

（下線は HAW 共有分） 

必要資源 

（HAW 共有

分除く） 

主な事故対処設備 

（下線は HAW 共有分） 

対策実行時間 

（詳細はタイムチャ

ート参照） 

濃 縮 器 へ

の給水（事

故 時 の 停

止操作） 

【対策概要】 

・施設内水源（純水）を用いて運転中（沸騰状態）の濃縮器へ水を供給し発熱密度を低

下させることで沸騰到達時間を延ばす方法。 

【使用設備の分岐】 

・施設内水源を用いて、純水設備よりバルブ操作等により供給を行う。 

［要員数］ 

4 名 

 

［スキル］ 

 

［水］ 

 - 

［燃料］ 

 - 

 

[可搬型設備] 

・空気ボンベ〔1台〕 

 [恒設設備] 

・純水設備系統 

 

約 20 分 

 

未 然 防 止

対策① 

【対策概要】 

・移動式発電機を用いた恒設設備への電源供給による冷却機能維持を図る対策。 

・可搬型設備で供給するユーティリティ（水及び電源）は 7 日間維持できかつ，これを超える

期間は外部支援又は所内資源により機能維持を図れる場合に，事故対処（崩壊熱除去機

能の維持）を安定して継続できると判断する。 

 

【使用設備の分岐】 

・２次系冷却設備の冷却塔への水の補給を消防ポンプ車またはエンジン付きポンプを用いて

行う。アクセスルートが整備されており，消防ポンプ車が走行できる場合は消防ポンプ車を

用いる。 

［必要要員数］ 

10 名（HAW 共有分除く） 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・移動式発電機の運転 

・1 次系冷却設備の運転 

・2 次系冷却設備の運転 

・重機操作 

［水］ 

約 185 m3 

［燃料］ 

約 1 m3 

[可搬型設備] 

・移動式発電機〔1 台〕 

・消防ポンプ車 又はエンジン付きポンプ〔計 4 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・ホース等〔一式〕→約 1200 m 

[常設設備] 

・緊急電源接続系統 

[恒設設備] 

・1 次系及び 2 次系冷却設備（恒設） 

約 10 時間 

補足資料-1 
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対 策 事故対処の概要 
必要要員数／スキル 

（下線は HAW 共有分） 

必要資源 

（HAW 共有

分除く） 

主な事故対処設備 

（下線は HAW 共有分） 

対策実行時間 

（詳細はタイムチャ

ート参照） 

未 然 防 止

対策②A、

②B 

【対策概要】 

・各貯槽ごとに、仮設設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却

コイルへ可搬型冷却設備を用いたループ方式の系統を構築し給水を行う）。 
 

【使用設備の分岐】 

・濃縮器を冷却する系統、濃縮液槽及び濃縮液供給槽を冷却する系統、受入槽及び回収液

槽を冷却する系統で構成する（3 ループ構築）。 

・水源や燃料の裕度、各貯槽の液量（温度）を踏まえ、受入槽及び回収液槽に加え、濃縮

器、濃縮液槽、濃縮液供給槽を含む 1 次冷却系統を循環する系統を構成する（1 ループ構

築）。 

 

［要員数］ 

10 名（HAW 共有分除く） 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・1 次系冷却コイルへの接続 

・可搬型冷却設備の運転 

・重機操作 

［水］ 

約 10 m3 

［燃料］ 

約 3 m3 

[可搬型設備] 

・可搬型チラーユニット〔2 台〕 

・消防ポンプ車 又はエンジン付きポンプ〔計 4 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・可搬型発電機〔2 台〕 

・ホース等〔一式〕→約 1200m 

[恒設設備] 

・1 次系冷却コイル（恒設） 

約 13 時間 

未 然 防 止

対策③ 

【対策概要】 

・仮設設備による冷却機能維持を図る対策（エンジン付きポンプ等により冷却コイルへワン

スルー方式の系統を構築し給水を行う）。 

 

［要員数］ 

10 名（HAW 共有分除く） 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・1 次系冷却コイルへの接続 

・重機操作 

 

［水］ 

－※ m3 

［燃料］ 

約 1 m3 

 

※ワンスルー方

式のため 

[可搬型設備] 

・消防ポンプ車 又はエンジン付きポンプ〔計 3 台〕 

・組立水槽〔3 槽〕 

・ホース等〔一式〕→約 1200 m 

[恒設設備] 

・1 次系冷却コイル（恒設） 

約 11 時間 

遅 延 対 策

① 

【対策概要】 

・各貯槽に水を直接供給し，発熱密度を低下させることで沸騰到達時間を延ばす対策。 

 

［要員数］ 

10 名（HAW 共有分除く） 

 

［スキル］ 

・消防ポンプ車の運転 

・重機操作 

・計装配管等への接続 

 

［水］ 

約 19 m3 

［燃料］ 

約 1 m3 

[可搬型設備] 

・消防ポンプ車又 はエンジン付きポンプ〔計 1 台〕 

・ホース等〔一式〕→約 200 m 

[恒設設備] 

・計装配管 

約 13 時間 
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東海再処理施設の安全対策に係る面談スケジュール（案） 

 

令和 2 年 12 月 1 日 

再処理廃止措置技術開発センター  

▽面談、◇監視チーム会合 

 

 

 

面談項目 

（下線 ：1月変更申請 

青字：監視チーム会合コメント対応） 

令和 2 年 

 
11 月 12 月 

2～6 ～13 ～20 ～27 30～4 ～11 ～18 ～25 

安全対策         

地震に

よる損

傷の防

止 

         

津波に

よる損

傷の防

止 

○代表漂流物の妥当性評価 

○引き波の影響評価 

 

 

○津波漂流物防護柵設置工事 

-設計及び工事の計画 

 

○TVF 一部外壁補強工事 

-設計及び工事の計画 

 

 

 

 

 

       

事故対

処 

○今後のスケジュール 

 

○基本シナリオ 

○訓練概要 

 

○要員，設備，資源（水，燃料），対処時

間，時間余裕，適合性の検討 

 

 

 

○TVF 事故に係る対策 

-設計及び工事の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

外

部

か

ら

の

衝

撃

に

よ

る

損

傷

 

竜

巻 

         

火

山 

         

外

部

火

災 

         

▼5 

▼12 ▼16◆19  ▼26 

 

（以降の面談において実施 

状況を適宜報告する。） 

▼12 ▼16    ▼26 

▼12 ▼16◆19  ▼26 ▽1  
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▽面談、◇監視チーム会合

面談項目 

（下線 ：1月変更申請 

青字：監視チーム会合コメント） 

令和 2 年 

11 月 12 月 

2～6 ～13 ～20 ～27 30～4 ～11 ～18 ～25 

内部火

災 

○火災影響評価

○防護対策の検討

溢水 

○溢水影響評価

○溢水源の特定と対策の検討

制御室 

○有毒ガス影響評価

○換気対策の有効性評価

 

その他

施設の

安全対

策 

○その他施設の津波防護

-津波流入経路、廃棄物等流出経路に係

る各建家のウォークダウン

-放射性物質の流出の恐れのある施設に

関する詳細評価

-廃棄物等の建家外流出のおそれに対す

る対応方針

-対策の内容、対策の評価

その他 

廃止措

置計画

の既変

更申請

案件の

補正 

○TVF 保管能力増強

○LWTF のセメント固化設備及び硝酸根分

解設備の設置

保安規

定変更

申請 

保安規定変更申請（貯槽液量管理、組織

改正、重大事故関連） 

▼5

(10/15 面談積み残し)

▼26 ▽10 ▽24

▽10

▽3

（▽17）
(評価・対策)

▼26
(発生源調査)

▼12 ▼16◆19

 

▼26

▼26
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